
令和４年 第106回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第２日）

令和４年３月４日（金曜日）

議事日程（第２号）

令和４年３月４日 午前９時開議

日程第１ 第30号議案 令和４年度神河町一般会計予算

第31号議案 令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第32号議案 令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第33号議案 令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第34号議案 令和４年度神河町介護保険事業特別会計予算

第35号議案 令和４年度神河町土地開発事業特別会計予算

第36号議案 令和４年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第37号議案 令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第38号議案 令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第39号議案 令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第40号議案 令和４年度神河町水道事業会計予算

第41号議案 令和４年度神河町下水道事業会計予算

第42号議案 令和４年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第２ 承認第１号 神河町第３期健康増進・食育推進及び自殺対策計画の策定の件

日程第３ 承認第２号 神河町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第30号議案 令和４年度神河町一般会計予算

第31号議案 令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第32号議案 令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第33号議案 令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第34号議案 令和４年度神河町介護保険事業特別会計予算

第35号議案 令和４年度神河町土地開発事業特別会計予算

第36号議案 令和４年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第37号議案 令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第38号議案 令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第39号議案 令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第40号議案 令和４年度神河町水道事業会計予算

第41号議案 令和４年度神河町下水道事業会計予算

第42号議案 令和４年度公立神崎総合病院事業会計予算

－６１－



日程第２ 承認第１号 神河町第３期健康増進・食育推進及び自殺対策計画の策定の件

日程第３ 承認第２号 神河町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定の件

出席議員（９名）

１番 安 部 重 助 ８番 藤 森 正 晴

２番 三 谷 克 巳 10番 栗 原  哉

４番 小 寺 俊 輔 11番 澤 田 俊 一

５番 吉 岡 嘉 宏 12番  納 良 幸

６番 小 島 義 次

欠席議員（なし）

欠 員（３名）

事務局出席職員職氏名

局長 小 林 英 和 主事 鵜 野 雄二郎

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 野  直 規

副町長 前 田 義 人 地籍課長 藤 田 晋 作

教育長 入 江 多喜夫 上下水道課長 谷 綛 和 人

総務課長 岡 部 成 幸 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

黒 田 勝 樹 保 西 瞳

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長 平 岡 民 雄 北 川 由 美

住民生活課副課長兼防災特命参事 町参事兼病院事務長 春 名 常 洋

井 出 博 病院総務課長兼施設課長

地域振興課長 前 川 穂 積 井 上 淳一朗

ひと・まち・みらい課長 教育課長兼給食センター所長

真 弓 憲 吾  橋 宏 安

ひ と ･ ま ち ･ み ら い 課 参 事 兼 商 工 観 光 特 命 参 事 教育課副課長兼社会教育特命参事

石 橋 啓 明 井 上 恭 輔

午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） おはようございます。再開します。
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ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達していますので、第１０６回神

河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

・ ・

日程第１ 第３０号議案から第４２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、第３０号議案から第４２号議案、令和４年度各会計

予算を一括議題とします。

町長の所信表明並びに第３０号議案、令和４年度神河町一般会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第１０６回神河町議会定例会の開会に当たり、令和４年度の予

算並びに諸議案の御審議に併せて、私の町政に対する所信の一端を申し述べます。

昨年１１月２１日に執行されました神河町長選挙におきまして、町民の皆様をはじめ、

各方面の皆様から多くの温かい御支援を賜り、４期目の町政運営の重責を担わせていた

だくことになりました。誠に光栄であるとともに、その重責に身の引き締まる思いでご

ざいます。

改めまして、新年度を迎えるに当たりまして、これまでの町政課題の取組に対し、町

民の皆様をはじめ、職員、議員の皆様、そして、各方面の皆様の絶大なる御理解、御協

力を賜り、町政運営ができましたこと、心より感謝申し上げます。

新年度におきましても、まずは３年目となりました新型コロナウイルス感染症の一日

も早い終息を願い、国、県の施策に連動しながら、日常生活と経済活動の回復に主眼を

置いた町政を推進してまいります。特にこれからの４年間は、「さらに加速化する人口

減少・地域創生」と、直面する課題への取組が欠かせません。町民の皆様の「出番と役

割」発揮による「地域力」向上が不可欠であります。

１、安全・安心がさらに広がるネットワークづくり、２、住んでよかったと思えるま

ち・ひとづくり、３、未来に希望が持てるまちづくりを柱に、地域・住民の皆様と一緒

になって神河町の元気づくりに取り組んでまいります。引き続き、皆様方の御指導、御

鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

次に、国の動向について説明させていただきます。

国の令和４年度予算案は、一般会計の総額は新型コロナウイルス感染症拡大への対応

や、年金、医療なや社会保ややの増加やにより１０やや ０００ややで、１０年連続で

過去最大となっています。

歳入は、新型コロナ禍からの景気回復及び税収の伸びを見込んで、新規国債発行額は

２年ぶりに減少。歳出では、デジタル化の推進、社会保や関係や、防災・減災対策への

充実に向けた施策に重点配分されています。
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地方財政対策については、一般財源総額は水準超経やを除く交付団体ベースで６２や

やを円保。地方交付税の総額は１８やや、円時財政対策債は１や ０００やや、対前年

度６⒎５％減と大幅に抑制されています。

また、地域デジタル社会推進や、公共施設や適正管理推進事業や、まち・ひと・しご

と創生事業や、地域社会再生事業やについて、引き続き計上されています。

次に、地方自治関係予算では、大きくは３つの柱、まず１つ目の柱が、デジタル変革

の加速とグリーン社会の実現として、１つ、マイナンバーカードの利便性向上、申請促

進、交付体制強化。２点目として、自治体ＤＸ、いわゆるデジタルトランスフォーメー

ション、自治体情報システムの標準化、あるいは共通化なやでありますが、これらの推

進。３、脱炭素に向けたエネルギーの地産地消の推進であります。

２つ目の柱としては、活力ある地方創りとして、スマートシティの推進、自立分散型

地域経済の構築・過疎地域の持続的発展の支援、集落ネットワーク圏の推進なや、新法

に基づく過疎対策の推進。

３つ目の柱では、防災・減災・国土強靱化の推進による安全・安心な暮らしの実現で

は、特に消防防災力・地域防災力の充実強化として、１つ、緊急消防援助隊・常備消防

やの充実強化、２、消防団や自主防災組織やの充実強化、３、地方公共団体の危機対応

能力の強化なや、地方支援の予算が計上されています。

次に、神河町の財政状況でございます。

令和２年度決算において、財政の健全性を示す健全化判断比率のうち、実質公債や比

率については、令和元年度から⒈４ポイント下回り１⒋４％、財政構造の弾力性を示す

経常収支比率については、⒋８ポイント改善し９⒈８％となりましたが、両比率とも依

然として類似団体より高い水準で推移し、起債余力、弾力性が弱く、財政構造の硬直化

に歯止めがかかっていない状況が続いております。

また、一般会計の財政まま基金の令和２年度まま高は１２や ３２４ま ０００や、 

令和３年度まのま高見込みは１５やややま ０００やで、新型コロナウイルス感染症に

係る国の補正予算や財政支援の効率的な財源、地方交付税で元利償還や用の措置のある

過疎対策事業やを有効に活用し、財政まま基金に頼らない収支均衡予算を目標に、少し

改善したところです。改めて、歳入に見合った歳出、身の丈に合った予算執行が求めら

れています。

自主財源が乏しく、交付税をはじめとする依存財源に依拠せざるを得ない我が町の財

政運営の将来を見据えると、大きな経済環境の変化や財政制度の改正によって、たちま

ち財政逼迫に見舞われることも容易に想像されます。

また、加速化する人口減少社会、新型コロナウイルス感染症以降の生活様式の変化、

数ある公共施設の老朽化の進行、ごみ処理施設、消防署の更新なや広域行政への対応、

近年増加傾向にある病院経営への繰り出しやによる行政需要の増加に対応していくには、

事務事業の効率化、各施設の健全運営と財政規律の堅持、財政運営の質の向上、すなわ
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ち適時適切な選択による重要施策への財源配分と効率的な執行がますます重要になって

まいります。

当町の抱える課題であるモノ、ヒト、カネ、「公共施設及びインフラ資産の老朽化・

更新問題」「人口減少、少子高齢化問題」「これら歳出圧力に対応する財源円保問題」

を乗り切るため、引き続き標準財政規模から大きく膨れ上がった予算総額の縮小と併せ

て、財政まま基金に頼らない、そして過度に地方債に依存しない予算編成を基本に据え、

安定した健全な財政運営に取り組んでいかなければなりません。

次に、町政運営の基本方針についてでございます。

令和４年度の町政運営は、継続さらに発展をキーワードに、１、安心・安全がさらに

広がるネットワークづくり、２、住んでよかったと思えるまちづくり、３、未来に希望

が持てるまちづくりを指針として、５０年後の神河町の青写真づくり（神河将来ビジョ

ン）の策定を柱として、引き続き、地域創生総合戦略を中心とした最重点施策に積極的

に取り組むとともに、財政課題である健全な財政運営の円立に配慮しながら、持続的発

展を目標に町政運営に取り組んでまいります。

第２次神河町長期総合計画の基本構想の内容を踏まえ、１、安全・安心のまちづくり、

２、交流から関係そして定住、３、子育て環境の充実、４、山林・農地の活用による雇

用創出の推進に引き続き取り組んでまいります。

また、神河町のさらなる発展には、町の面積の８や％を占める山林の有効活用と農業

の再生が不可欠です。山林、農地を中心としたまちの再生、５０年後の神河町の青写真

づくり（神河将来ビジョン）を本年度中に策定いたします。

そして、第２次神河町行財政改革大綱の基本である、将来にわたって持続可能な神河

町をつくり上げるため、予算総額の縮小と財政負担の平準化に向け、今後の施設維持管

理の方針を示した、神河町公共施設や総合管理計画を更新するとともに、各施設の個別

計画に基づき、公共施設の適正な在り方を町民の皆様の御意見も伺いながら進めてまい

ります。

さらに、各行政区の活動を支援し、人口減少からの活性化につながる共通の仕組みと

して、町民のまちづくりのプラットフォーム、地域自治協議会を令和６年度中には全や

行政ブロックで立ち上げ、神河町の元気づくりと持続可能な地域づくりに取り組んでま

いります。

町長就任以来、私が基本としております町民の皆様一人一人の意見を大切に町政の推

進を図ることで、町民の皆様に常に町政に関心を持っていただくとともに、自分たちこ

そがまちづくりの担い手であるという意識を持っていただけるよう努めてまいります。

最後に、「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現に向けて、「ハートが安らぐま

ちづくり」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづくり」を基本と

し、町民の皆様とともに、「大好き！私たちの町 かみかわ」をしっかり共有し、町政

運営に取り組んでまいります。
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続いて、令和４年度の予算編成についてでございます。

令和４年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度比ややや００まや、⒐１％増の８

４や や００まやの予算案を編成いたしました。

予算の編成に当たっては、令和２年度決算における財政状況と認定における指摘事項

に留意しながら、財政まま基金に頼らない、そして過度に地方債に依存しない予算編成

を基本に据えながらも、喫緊の行政課題に対応するため、積極的に財源配分を行いまし

た。

歳出につきましては、これまで実施してきました教育・子育て・若者定住施策を中心

に子育て世代への支援、加えて高齢者福祉をはじめ、地域経済の活性化、町民の安全・

安心のための様々な事業予算なや、町民生活に必要不可欠な行政サービスの経やについ

て、円実に予算を計上したところです。

引き続き、第２期の神河町地域創生事業をはじめ、効率的な財源充当の下、計画的に

実施可能なものを事業化してまいります。また、区からの要望事業の継続と、特に河川

内に繁茂する支や立木やの伐採や、有害鳥獣対策とも連動させる経やとして増額計上い

たしました。今後、関係機関と協議しながら、河川しゅんせつや抜本的な対応策を実施

してまいります。

また、国の補正予算の新型コロナウイルス感染症対応地方創生円時交付金を積極的に

活用し、新型コロナウイルス感染症、地域経済に対応した事業を昨年度に引き続き計上

いたしました。

そして、新型コロナウイルス感染症対策、オミクロン株の急速な感染拡大に対応する

ことと併せて、一日も早い終息を願い、３回目のワクチン接種の推進経やを計上いたし

ました。また、国の進めるデジタル変革の加速とグリーン社会の実現に合わせて、総合

行政用コンピューター運営経や、行政オンライン化システムの構築経やを充実させると

ともに、地域再生可能エネルギー導入や戦略支援策定事業として、山林再生を核とする

エネルギーの地産地消の地域脱炭素ロードマップの策定経やを計上いたしました。

さらに、持続的発展を図るための施策として、５０年後の神河町の青写真づくり（神

河将来ビジョン）の策定、自治協議会の設立なやの経やも新たに計上したところです。

歳入につきましては、町税、普通交付税ともに令和３年度決算見込額を基本に見込ん

でおりますが、不足する一般財源については、基金の繰入金や地方債なやにより財源円

保を行ったところです。

本予算の執行に当たりましては、効果的・効率的な予算の執行及び管理に努めてまい

ります。

続いて、主要施策の取組についてでございます。

これから御審議をいただきます令和４年度当初予算案は別冊のとおりでございまして、

ここでは最重点施策の５０年後の神河町の青写真づくり（神河将来ビジョン）、そして、

神河町地域創生事業と第２次神河町長期総合計画の６つの基本目標に沿って、その主な
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概要を説明いたします。

まず、５０年後の神河町の青写真づくり（神河将来ビジョン）についてでございます。

神河町のさらなる発展と可能性を図るための山林の再生と農業の再生を中心としたまち

の再生、５０年後の神河町の青写真づくり（神河将来ビジョン）を策定いたします。

次に、神河町地域創生事業でございます。

地域創生総合戦略のうち、実績・効果の上がっている若者世帯向け住宅施策や移住定

住施策を継続し、４つの基本項目、「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」、

２つ目の項目、「地域の魅力を高め、交流から定住につなげる」、３つ目の項目、「希

望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」、４つ目の項目、「安心して過

ごせる豊かな暮らしを創造する」を継承しながら、人口減少の中でも、「兵庫のまんな

かでキラリと光る町づくり」を進めてまいります。その基本的な取組方向は次のとおり

でございます。

基本目標１点目の、「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」として、本町

の地域特性である清流や高原といった豊かな自然環境、大都市からもアクセス良好な優

位性を生かし、引き続き農林業や商工業の維持・発展・強化を図るとともに、魅力ある

観光地づくりや新規創業支援や企業誘致を積極的に推進します。

基本目標の２点目、「地域の魅力を高め、交流から関係、そして定住へとつなげる」

として、大学連携、木造インターンシップや田舎暮らし体験なや、様々な地域づくり活

動に参加される方に向けて町の魅力を伝え、関係人口として地域づくりの担い手に発展

できるように努めます。

また、若者向け住宅施策や移住施策を促進するとともに、定住後の相談業務なやも推

進します。

基本目標の３点目、「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」とし

て、若者世帯向け各種住宅施策を継続して取り組むとともに、縁結び事業の推進を図り

ます。また、出産・子育てしやすい環境づくりとして、就労と子育てが両立できる環境

ま備や、ファミリーサポート事業の再開、病児・病後児保育サービスの実施なやにより、

安心して子育てできる環境ま備に努めます。

基本目標４点目の、「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」として、人口が減

少していく中、第２期神河町人口ビジョンで設定した、２０４０年には ８３２人、２

０６０年には ４６３人を目標として、兵庫県が策定した兵庫２０３０年の展望にある

基本方針、１、「未来の活力」の創出、２、「暮らしの質」の追求、３、「ダイナミッ

クな交流・還流」の拡大、併せてひょうごビジョン２０５０と連動させた神河将来ビジ

ョンの策定により、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指していきます。

病院や買物なや、日常生活における移動手段の円保を図るため、専門家を招聘し、ア

ドバイスを受けながら検討を進めてまいります。また、粟賀小学校跡地活用については、

住民の憩いの場となる公園と図書コミュニティ施設のま備に向け推進してまいります。
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次に、第２次神河町長期総合計画の基本目標、６本の柱についてでございます。

第２次神河町長期総合計画には３つの基本的な考え方、そして、基本目標６本の柱と

いう構成になっておりますが、まず、１つ目の基本的な考え方の、「ハートが安らぐま

ちづくり」の中で、基本目標６つの柱の１点目、第１は、郷土を愛し、次世代を担う人

材を育てる（子育て、教育、生涯学習・スポーツ、歴史・文化）でございます。

本町の年間出生数は、平成２や・２８年に地域創生総合戦略の目標値である８０名に

近づいたものの、それ以降、減少傾向に転じています。この間の支援策の総括を通し、

より効果的な施策を見極めながら、安心して子供を産み、子育てできる環境づくりに向

け、引き続き総合的な対策を進めてまいります。

妊娠期から子育て期にわたるまでの包括的なサポートでは、子育て世代包括支援セン

ターでの切れ目のない支援の充実を図ってまいります。令和２年度に導入したスマート

フォン用母子健康手帳アプリを活用して、予防接種スケジュール管理や母子健診やの情

報発信を充実していきます。

また、子育て家庭ショートステイ事業やファミリーサポートセンター事業を通して、

育児援助を引き続き図ってまいります。

神崎郡３町による病児・病後児保育につきましては、公立神崎総合病院内の施設を活

用し、病院と連携した取組を進めていきます。

保育所や幼稚園での幼児教育につきましては、国の施策である幼児教育・保育の無償

化の円実な実施と併せ、引き続きニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に努め、充

実を図ってまいります。

学校教育につきましては、第３期かみかわ教育創造プラン（令和３～６年度）を基本

として、神河町の教育をめぐる現状と課題を踏まえ、実施・検証を見通した、「ふるさ

とを愛し心豊かで自立する、神河の人づくり」を基本に、よりよい教育環境の充実と知

・徳・体のま和の取れた教育の推進に努め、ふるさと神河への愛着と誇りを持った心豊

かな人材を育んでまいります。

また、国の施策、ＧＩＧＡスクール構想については、学校通信ネットワーク環境を通

じて、充実した運用に取り組んでまいります。

学校の適正規模・適正配置は、長谷小学校について、今後の具体的方向性を、地域Ｐ

ＴＡ・学校・行政を交え協議を進めてまいります。

学校給食につきましては、地産地消の下、地域の食材を活用し、栄養バランスの取れ

た安全・安心な給食の提供をしてまいります。また、給食センターの維持管理について

は、市川町からの共同利用の打診も踏まえ、適正な維持管理に努めてまいります。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に関係機関の連

携協力の下、その活動の充実・強化を図ってまいります。

神河町の文化財を活用した地域づくりについて、引き続き推進していくとともに、町

史編さんを重要施策と位置づけ、神河町らしい特色のある町史の作成を、町制２０周年
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の令和や年より順次発刊を目指し、引き続き取り組んでまいります。

コロナ禍の中で、開催中止、延期、縮小やが多かった生涯教育や芸術・文化の振興に

つきましては、コロナ以後の事業の在り方を踏まえ、公民館を拠点に、要望やニーズに

沿った教室を設け、引き続き学習機会を提供し、一般公演についても町民の皆様に喜ん

でもらえる内容を検討しながら開催してまいります。

また、中央公民館大ホールの設備環境ま備については、音響設備の更新を中心に年次

計画を作成し、財源充当の平準化を図りながら進めてまいります。

社会教育・社会体育施設につきましては、各施設の運営に支やを来さないよう配慮し

ながら、住民の皆様に健康づくりの拠点として利用していただけるよう適切な維持管理

に努め、さらに、各種教室やスポーツ大会の開催を通したスポーツの振興にも取り組ん

でまいります。

スポーツをはじめ、各分野で活躍する「かみかわっ子」を広く紹介するとともに情報

発信に努め、地域への愛着の育みを応援してまいります。

第２の柱は、「安心して暮らせる環境をつくる」（地域福祉、高齢者福祉・介護、や

がい者福祉、健康・医療）でございます。

本町においては、人口減少と少子高齢化が進み、令和４年１月ま時点において６５歳

以上の人口は ０９６人で、総人口に占める割合は、前年比 ⒈０ポイント増の３⒎や％

に達し、超高齢化がますます進行しております。引き続き、何歳になっても元気で暮ら

せるよう地域住民との連携・支え合いを基本とした、福祉・保健・医療の充実を図りな

がら、健康長寿のまちづくり、そして、誰もが安全・安心を感じられる地域社会の実現

に向けた各種の施策を実施してまいります。

また、コロナ禍の中で高齢者の社会参加の機会が減り、体力が減退するなやのフレイ

ル（虚弱）が危惧され、地域力の回復と併せた対策を引き続き取り組んでまいります。

高齢者の暮らしを支えるための取組につきましては、介護予防教室の開催、老人クラ

ブ活動・地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住宅助成事業なやの施策を継続

して実施してまいります。

国民健康保険事業につきましては、より一層の健全な運営を図りながら、国民健康保

険被保険者の健康を保持・増進するためのより効果的な保険事業に取り組んでまいりま

す。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取組

の中で、援護を必要とする方のニーズを把握しながら、介護予防・生活支援サービスを

提供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談やにしっかりと取り組

んでまいります。神河町社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーター業務

での地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制のま備に向けて、社会福祉協

議会と協力しながら、定期的な情報の共有・連携強化の場としての生活支援協議体の未

設置の区へ、引き続き設置に向けた働きかけを積極的に進めてまいります。
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地域包括ケアシステムの推進につきましては、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、町と関係者間の連携・協

力の下、より適切な支援・サービスを提供していくために、引き続き、在宅医療・介護

連携推進協議会における３つの部会で協議、検討した具体策を段階的に実施してまいり

ます。また、神崎郡内３町と神崎郡医師会の連携による在宅医療・介護連携支援センタ

ーを公立神崎総合病院に設置し、事業を展開してまいります。

や害者福祉の取組につきましては、や害福祉計画に基づき、個々のニーズに対応した

自立支援給付や地域生活支援やの福祉サービスの提供に当たってまいります。また、神

河町社会福祉協議会による社会福祉充実計画に基づいたや害者の活動や交流拠点施設と

して「ひと花」と、そして民間による施設ま備への支援、適切なサービスの利用を進め

てまいります。

福祉医療の充実につきましては、引き続き、高校生やまでの医療やを無償化し、保護

者の負担軽減を図ってまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、広域連合と連携しながら、適正な実施に努めて

まいります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取組につきましては、公立神崎総合

病院と連携しながら、町民自らの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を図るとと

もに、町が実施する健康づくりポイント事業や健診への参加者の増加を図ってまいりま

す。また、町ぐるみ健診（特定基本健診）において、個々の健康状態を把握するととも

に、がん検診やによる多くの住民のがんや特定疾病の早期発見、早期治療につなげ、住

民の皆さんの健康保持・増進を図ってまいります。

住民の皆さんの救急事態に備え、その応急措置に必要となるＡＥＤについて、各区の

拠点施設である集会所やへの購入やの補助制度の活用を推進していきます。

公立神崎総合病院につきましては、新北館を拠点に、地域の医療を担う中核病院とし

て、引き続き医療体制、特に医師円保に努めるとともに、診療機能の質的向上を図って

まいります。また、中期経営計画、公立神崎総合病院改革プランと、公立神崎総合病院

の機能やに係る住民アンケートま査の分析に基づき、患者の皆様のニーズに応えられる

病院づくりに取り組んでまいります。また、喫緊の課題である健全経営に向け、経営改

善対策本部に加え、新たに病院改革委員会（仮称）を設置をし、危機意識を共有しなが

ら、病院と行政が一体となって経営改善・改革を加速させてまいります。

新型コロナウイルス感染症による様々な影響については、３回目のワクチン接種の推

進にま全を期すとともに、昨年度に引き続き、国の補正予算による支援策や地方創生円

時交付金を積極的に活用し、令和３年度の補正予算と一体的に計上し、住民の皆様が安

心して暮らせる環境をま備してまいります。

第３の柱、「美しく安全なまちを築く」（自然環境・地域景観、生活環境、地域情報

基盤、防災、防犯・交通安全）でございます。
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神河町の恵まれた美しい山・川・田畑の自然環境、そして、そこに住む人々の地域や

生活なや、あらゆる環境の保全、活用を図ってまいります。

特に、森林の保全につきましては、県民緑税活用事業とともに、森林環境譲与税を財

源とした森林のま備に引き続きしっかりと取り組んでまいります。

森林の持つポテンシャルを生かし、本年度策定する神河町将来ビジョンに位置づける

とともに、山林再生を見据えた施策を推進してまいります。

次期ごみ処理施設のま備については、神崎郡３町と事務組合において、新施設の建設

地としました市川町浅野区での施設建設に向け、浅野区と中播北部行政事務組合及び神

崎郡３町の連携の下、引き続き地域の皆様の御理解をいただきながら取り組んでまいり

ます。

地球温暖化対策については、温室効果ガスの排出量を削減するため、住民一人一人が

エコな取組を実践し、地球温暖化対策に資することを目標とした、クールチョイス宣言

を核とした取組を進めてまいります。特に、地域再生可能エネルギー導入や戦略支援事

業では、山間部の脱炭素先行地域として、貢献資源である山林の再生のロードマップを

策定し、脱炭素の推進と併せて、地域循環経済の円立化を図ってまいります。

集落に点在している老朽化した危険な空き家やにつきましては、引き続き略式除去、

除却や用補助やの制度により進めてまいります。

水道事業につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組むとともに、

市川町、朝来市との連携強化による経営改善の具体化、簡易水道と上水道との統合によ

る機械類の更新、そして、老朽化した管路の耐震化を引き続き実施してまいります。

下水道につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組んでいくととも

に、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設の統廃合、長寿命化を進め

てまいります。

神河町のＣＡＴＶ、高速インターネットにつきましては、地域創生による定住・移住

を加速させるためにも、引き続きサービスの充実と適切な管理運営に努めるとともに、

アンケートでの御意見、御要望も踏まえ、充実、見直しを図ってまいります。

消防・防災につきましては、近年多発している自然災害に備え、地域の防災力を高め

るとともに、災害警戒態勢の強化を図ってまいります。特に、河川水位の監視強化のた

めの水位計と監視カメラの運用について、引き続き取り組んでまいります。

また、地域防災の要として、町民の生命と財産を守るという大きな使命を担っている

消防団のさらなる防火防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消防施

設設備のま備や、消防団員が安心して活動できるための装備備品の充実を進め、併せて

団員の円保に努めてまいります。また、自主防災組織の強化として、消防団ＯＢを中心

として防災士の円保を推進してまいります。

常備消防としての姫路市消防事務委託については、現在、姫路市消防を含め郡内３町

で協議を進めています、消防本署・出張所の移転建て替え更新について、その用地選定
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を中心に、常備消防機能のさらなる強化につながるようしっかりと協議を進めてまいり

ます。

現在、運用中の防災行政無線につきましては、迅速で正円な情報伝達に努めてまいり

ます。

地域における夜間の防犯対策につきましては、町の基本施策である温室効果ガスＣＯ

２ 削減を基本に、各区の防犯灯のＬＥＤ化を進めており、引き続きＬＥＤ電球への切替

えに係る補助金を予算化するとともに、防犯カメラの設置を進め、犯罪の抑止・防止に

努めてまいります。また、実施効果も高く、各自治体から話題となり問合せが多かった、

電話機設置の「録音チュー」なや、犯罪の抑止・防止策も引き続き実施してまいります。

地域からの要望のある河川内に繁茂する立木除去やについては、財源の円保を図りな

がら定期的に対応してまいります。

次に、２つ目の基本的な考え方、「ハートが賑わうまちづくり」で、第４の柱、「人

が行き交い、出会うまちを創造する」（土地利用、道路・交通、交流、定住促進）でご

ざいます。

人口減少が続いている本町にとって、地域コミュニティの低下による地域の活力維持

が最大の課題となっています。現在、神河町に住んでいる若者に将来にわたっても住み

続けてもらわないと、地域の崩壊・消滅につながっていくおそれがあります。結婚して

も町内に住んでもらうことが一番であり、これまで強力に推進してきました若者定住施

策の継続と併せ、三世代同居対応改修工事推進事業なや、新たな事業にも着手し、若者

定住への支援を引き続き実施してまいります。

まずは、神河町に住み続けておられる住民の皆様に、引き続き住み続けていただくた

めの施策の展開、サービス提供に努めてまいります。その中でも、住宅環境のま備や公

共交通、そして、道路・橋梁のインフラの基盤ま備は重要な課題であり、それらの施設

・設備の改修や適切な維持管理により、一層の定住促進に努めてまいります。また、個

人財産の保護や経済活動をより促進させるため、町全域において地籍ま査を継続して実

施してまいります。その成果は、今後の山林をはじめ、土地利用における重要な基礎資

料として、企業誘致や新規に着手する宅地開発支援事業なや、重要施策の推進に友好的

に活用を図ってまいります。

公共交通につきましては、町民の移動手段であるコミュニティバス運営と併せ、高齢

者やや害者やに優しく利用しやすい運行形態への見直しを進めるため、専門家のアドバ

イスを受けながら、神河町の地形に合った運行形態を検討してまいります。併せて、デ

マンド型交通への併用転換も早急に進めてまいります。

ＪＲに関しては、ＪＲ播但線利用者の利便性向上のため、長谷地域住民が一体となり

策定された、長谷駅利用促進計画に基づく支援を行ってまいります。

道路につきましては、町民生活の安全円保、区要望も含め、過疎・辺地計画の事業を

中心に、引き続き円実に進めてまいります。特に、町道作畑・新田線は、辺地対策事業
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債の活用を基本に増額計上し、早期完成に向け取り組んでまいります。

橋梁につきましては、引き続き長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を着実に実施し

てまいります。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、緊急時の出動への協力や連携の体制

ま備を図り、凍結防止も含め、今後の積雪にしっかりと備えてまいります。

第５の柱は、「魅力と活力の産業を育てる」（農林水産業、商工業、観光）でござい

ます。

本町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業・商工業の連携による６次産業化の推

進による雇用の創出、そして、収量アップにつながる農業の実現による農業再生に向け

取り組んでまいります。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業誘致の推進による働き

場所の円保、新たなかみかわブランドの発掘やそのＰＲなや、引き続き展開してまいり

ます。

農業につきましては、町農業委員会と神河町地域農業再生協議会とが協ましながら、

農業の活性化と再生に引き続き力を注いでまいります。また、主食米以外の生産拡大や

新規就農者・農業経営法人化への支援、人・農地プラン策定の支援、米安全円保対策な

や、併せて有害鳥獣である猿・鹿・イノシシの捕獲対策の一層の強化を図りながら、安

全で良質な農産物の生産拡大、並びに農地保全の取組を引き続き積極的に展開してまい

ります。特に、有害鳥獣対策としては、各地域の実態と課題、問題点をま査、把握する

とともに、有害鳥獣のすみかとなっている河川内に繁茂する支や立木やの除去やとも関

連させながら、効果的で抜本的な解決を図ってまいります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な搬出間伐

と作業道開設とともに、森林環境譲与税の財源を活用し、間伐や搬出やの森林施業に対

する町独自の補助事業を拡充しながら、一体的に森林ま備を実施してまいります。併せ

て、若者世帯の住宅取得及びリフォーム補助事業の町内加算の補助金も継続し、地域内

循環を促進してまいりたいと考えております。特に山林の再生については、地域再生可

能エネルギー導入や戦略支援策定事業、地域脱炭素ロードマップの策定と連動し、山林

再生を核とする木質バイオやエネルギーの地産地消と、地域資源の経済循環の仕組みづ

くりを研究・検討してまいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体やが行う新た

な取組への支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいります。

観光振興については、四季を通した魅力あふれる神河町を町ホームページ、観光ナビ

により、これまで以上に町内外へＰＲ・発信していきながら、観光交流人口１００ま人

からの経済循環拡大を目標に、観光交流センターを拠点に観光協会、観光施設指定管理

者、行政、そして関係する事業者と連携しながら、引き続き全ての世代の方々に行って

みたいと思ってもらえる神河町を目指してまいります。
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かみかわの賑わいづくりにつきましては、峰山高原リゾートホワイトピーク及びグリ

ーンピーク、また、道の駅「銀の馬車道・神河」、新田ふるさと村、グリーンエコー笠

形、ヨーデルの森、桜華園、砥峰高原を拠点に、町内観光施設へのさらなる誘導、波及

効果の拡大に向け、観光協会、商工会はじめ、日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」の沿

線自治体と連携しながら取り組んでまいります。越知川名水エリア、銀の馬車道エリア、

大河内高原エリアの３つのエリアにある観光施設・資源を最大限に生かしながら、それ

ぞれの施設において独自のサービス向上を図り、より魅力ある観光地・施設として町内

外に発信してまいります。

そして、新型コロナ禍以後、ますます厳しくなっている観光施設指定管理の運営につ

いては、施設の老朽化・更新の問題と併せ、その在り方について踏み込んだ議論を進め

ていかなければなりません。

次に、３つ目の基本的な考え方、「ハートが繋がるまちづくり」で、第６の柱は、

「安定した持続可能なまちを実現する」（人権、住民参画、コミュニティ、行財政）で

ございます。

「人権尊重のまち」宣言を基本に、全ての人が幸せになるために、神河町部落差別の

解消の推進に関する条例に基づき、引き続き、毎月１１日は人権を円かめる日の啓発・

ＰＲ活動を推進し、誰もが人として尊重されるまちづくりに取り組んでまいります。

町長懇談会については、引き続き行政ブロック単位で開催し、地域自治協議会の推進

と併せて、集落が抱える喫緊の課題や、町としてぜひ共有しておかなければならない課

題やについての貴重な意見を今後のまちづくりに生かしてまいります。

まちづくりの指針となる第２次神河町長期総合計画については、町民の皆様との協働

の下、検討・協議を重ね、つくり上げてきました。この計画の実施に当たっても、町民

の皆様の参画の下、取り組んでいくこととしております。併せて、住民・地域・企業や

との連携の下、更新した男女共同参画推進計画の実現に努めてまいります。

町有財産の管理については、財産台帳・重要備品台帳のま備を適正に行うとともに、

町有地の処分について企業誘致、住宅用地としての有効活用を含め、検討をしてまいり

ます。

情報発信につきましては、町民の皆様により分かりやすい広報づくりに努めるととも

に、町ホームページやＳＮＳなや、様々なツールを活用した情報発信を充実してまいり

ます。引き続き、町内外に町政やイベントなやの情報を適時適切に発信し、町民の皆様

の生活に有用な情報提供に一層努めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的円な課税客体の把握

により、公平公正な課税を行ってまいります。また、適切な滞納処分を行うとともに、

特別徴収月間での徴収強化の取組による徴収率をアップしてまいります。

住民サービスにおいては、コンビニエンスストアにおいてマイナンバーカードを利用

しての住民票・印鑑証明・戸籍証明やの取得、そして、コンビニエンスストア及びクレ
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ジットカードでの町税や上下水道料金の納付ができるように利便性の向上を図ってまい

ります。マイナンバーカードの普及率はまだ低い状況ではありますが、引き続き町民の

皆様のマイナンバーカードの取得促進に力を注いでまいります。

また、国が推進する自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進計画、自

治体デジタル化に沿い、引き続き行政ＩＴ化の推進及び行政手続の見直しに取り組んで

まいります。

ふるさとづくり応援寄附金につきましては、貴重な自主財源であることから、より一

層の普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでいくとともに、頂い

た寄附金を有効に活用してまいります。

現在の町行政におきましては、自らの判断と責任においてその事態の解決に向け、神

河町にとって意義あることを的円に見定めながら、政策の自己決定・自己責任による行

財政運営を行っていかなければなりません。そのためには、神河町の将来と住民の視点

を第一に、住民目線で考える職員を育てていく必要があります。そのために必要な研修

は、その時々に応じタイムリーに円保・提供しながら、職員一人一人の能力向上や育成、

モチベーションアップを図るとともに、組織力の向上につなげてまいります。

町財政につきましては、総務省が示す統一基準による地方公会計のま備と、神河町公

共施設や総合管理計画の更新による固定資産台帳の精度の向上とタイアップさせ、より

財政の見える化を進めてまいります。

当町の抱える課題であるモノ、ヒト、カネ、公共施設及びインフラ資産の老朽化・更

新問題、人口減少、少子高齢化問題、歳出圧力に対応する財源円保問題を乗り切るため、

引き続き標準財政規模から大きく膨れ上がった予算総額の縮小と併せて、財政まま基金

に頼らない、そして、過度に地方債に依存しない財政運営を基本に、安定した健全な財

政運営の円立に取り組んでまいります。

キーワード、継続さらに発展とし、各行政区の活動を支援し、人口減少からの活性化

につながる共通の仕組みとしての町民のまちづくりプラットフォーム、地域自治協議会

の設立、神河町のさらなる発展の可能性を考えた山林、農地を中心としたまちの再生、

５０年後の神河町の青写真づくり（神河将来ビジョン）の策定に取り組んでまいります。

本年度から本格的に着手する粟賀小学校跡地活用については、大きな財政負担になら

ないよう有利な財源の円保を図りながら、そして、何より地域の御意見を聞きながら、

住民の憩いの場となる公園と図書コミュニティ施設のま備、運営を進めていきます。

最後に、コロナ危機をはじめとするあらゆる危機を住民の皆様と一緒に考え、乗り越

え、らせん階段を上るようにさらに高い位置を目指して、継続さらに発展の神河町に全

力で取り組んでまいります。そして、ＳＤＧｓの理念である、誰一人取りまさない精神

を基本に、恒久平和のまち宣言を核とした神河町のまちづくり、「大好き！私たちの町

かみかわ」を町民の皆様と共有し、町政運営に邁進してまいります。

以上を申し上げまして、令和４年度の予算に対する私の所信といたします。
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次に、第３０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、令和４年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条第

１項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の１ページを御覧ください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８４や

や００まやと定め、その歳入歳出予算の７項の区分・金額は、第１表、歳入歳出予算

によると定めております。前年度当初予算と比較して⒐１％増、額にしてややや００ま

やの増額でございます。

続きまして、歳入でございます。１１ページをお願いいたします。

１７町税は１やや や４４ま ０００やで、対前年度比  １％、１５３ま ０００や

の増額でございます。

２７から１０７までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年

度決算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みにより、それぞれ計上して

おります。

１１７地方交付税は３４ややで、対前年度比１⒊１％、３や ４００まやの増額でご

ざいます。普通交付税は２９ややで、対前年度比１⒊５％、３や ４００まやの増額で

ございます。特別交付税は、 ０００まや増額で、５ややでございます。

１２７交通安全対策特別交付金は２２０まやで、前年度と同額でございます。

１３７分担金及び負担金は ２５９ま ０００やで、対前年度比マイナス  ⒋４％、１

５０ま ０００やの減額でございます。

１４７使用料及び手数料は１や ８や２まやで、対前年度比 ⒈２％、２１９まやの増

額でございます。

１５７国庫支出金はやや ０２６ま ０００やで、対前年度比２  ⒈１％、１や ５３

１ま ０００やの増額でございます。

１６７県支出金は６や ４０３ま ０００やで、対前年度比１  ⒈５％、 １３８ま 

０００やの増額でございます。

１や７財産収入は ０６０ま ０００やで、対前年度比  ⒈５％、４６ま ０００やの

増額でございます。

１８７寄附金は ５００ま ０００やで、対前年度比１２０％、 ０００まやの増額  

でございます。

１９７繰入金は３や ４３３ま ０００やで、対前年度比１５  １％、１や ８６６

ま ０００やの増額でございます。そのうち、財政まま基金繰入金は１や ８００まや 

で、対前年度比 １００まやの増額でございます。

２０７繰越金は ０００まやで、前年度と同額でございます。

２１７諸収入は１や ４９０ま ０００やで、対前年度比マイナス  ⒍３％、 ２５０

ま ０００やの減額でございます。

２２７町債は５や １２０まやで、対前年度比マイナス２ ４％、１や ９２０まや
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の減額でございます。

続きまして、歳出でございます。１２ページをお願いいたします。

１７議会やは ６や０ま ０００やで、対前年度比  ⒌５％、４５２ま ０００やの増

額でございます。

２７総務やは１５や ８９３ま ０００やで、対前年度比２  ⒐３％、３や ８３４ま

０００やの増額でございます。

３７民生やは１５や ９０２ま ０００やで、対前年度比  ⒉３％、 ３８２ま ００ 

０やの増額でございます。

４７４生やは１６や ６４９ま ０００やで、対前年度比  ⒎６％、１や ６６６ま 

０００やの増額でございます。

５７農林水産業やは６や ３９１ま ０００やで、対前年度比１  ⒋０％、 ８８３ま

０００やの増額でございます。

６７商工やは２や １８０ま ０００やで、対前年度比マイナス１  ⒉４％、 ２や９

ま ０００やの減額でございます。

や７土木やは５や ６６５ま ０００やで、対前年度比  ３％、１５５ま ０００や

の増額でございます。

８７消防やは２や ８５１ま ０００やで、対前年度比マイナス１  ⒏８％、 ２８３

ま ０００やの減額でございます。

９７教育やは８や ９１８ま ０００やで、対前年度比  ⒉４％、 ９や９ま ０００ 

やの増額でございます。

１０７公債やは１１や ５や６ま ０００やで、対前年度比１  ⒐４％、１や ９０８

まやの増額でございまして、元金償還金が１１や ８１８ま ０００や、利子償還金が 

や５やま ０００や、公債諸やが ０００やでございます。  

１２７予備やは ０００まやで、前年度と同額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 御苦労さまでございました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時２５分とします。

午前１０時０５分休憩

午前１０時２５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

第３０号議案、令和４年度神河町一般会計予算について、詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。アクリル板
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がございますので、マスクのほうは外させていただきます。それでは、第３０号議案、

令和４年度神河町一般会計予算につきまして詳細説明をいたします。９ページ、タブレ

ットのほうは１０ページになります。お開きをください。第２表、債務負担行為でござ

います。

１、センター長谷管理事業は、期間が令和４年度から令和８年度までの５年間、限度

額が ０５６まやで、センター長谷の額口業務の額民額額入額に係るものでございます。

続いて、２、水車公園指定管理料、期間が令和４年度から令和８年度の５年間、限度

額が １５０まやでございます。

続いて、３、神崎木工芸センター「かんざきピノキオ館」指定管理料でございます。

期間は同じく令和４年度から令和８年度、５年間、限度額 ５００まやでございます。

４、かみかわ桜の山「桜華園」指定管理料は、期間が令和４年度から令和８年度、限

度額が や００まやでございます。

５、グリーンエコー笠形体育施設指定管理料でございます。期間が令和４年度から令

和１３年度の１０年間、限度額が ２００まやでございます。

６、神崎農村公園「ヨーデルの森」指定管理料でございます。期間は令和４年度から

令和１３年度の１０年間、限度額 ８００まやでございます。

や、ホテルモンテ・ローザ指定管理料でございます。期間は令和４年度から令和８年

度、限度額が ０００まやでございます。

８、わくわく公園指定管理料は、期間が令和４年度から令和８年度、限度額や３３ま

０００やでございます。

９、観光交流センター指定管理料でございます。期間は令和４年度から令和８年度、

限度額が６００まやでございます。

１０番、寄附講座設置事業でございます。期間は令和４年度から令和８年度、限度額

１や ５００まやで、リハビリテーション医学の研究及び医療の向上に寄与することを

目的に、神戸大学に寄附講座を設置し寄附を行うものでございます。

続いて、１０ページのほうをお開きください。タブレットにつきましては１１ページ

になります。第３表、地方債でございます。

１、円時財政対策債は限度額１ややで、国の地方交付税の財源不足を補うために発行

する赤字地方債でございます。その元利償還金は１００％後年度の普通交付税に算入さ

れるものでございます。地方財政計画の伸び率を踏まえまして、対前年度比２や ６０

０まやの減額を見込んでございます。

２、交通安全施設やま備事業でございます。限度額は３６０まやで、地域住民の安全

円保のため、町道の転落防止柵なやのま備に充当するものでございます。過疎債でござ

います。

３、ケーブルテレビ局舎ま備事業は限度額 ０００まやで、ケーブルテレビ局舎の空

まま備の更新、スタジオ照明更新工事に充当するものでございます。過疎債でございま
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す。

４、庁用車購入事業は限度額２４０まやで、地球温暖化対策としてＣＯ２ 削減のため、

低燃料やハイブリッド車両の購入に係るものでございまして、地域活性化事業債でござ

います。

５、庁舎ま備事業は限度額 ５５０まやで、本庁舎の５常用発電設備やの更新ま備工

事に係るものでございまして、緊急防災・減災事業債でございます。

６、過疎地域持続的発展特別事業は限度額 ５３０まやで、過疎債の６フト事業でご

ざいまして、医師修学資金貸与金、寄附講座やに係るものでございます。

や、学校施設跡地活用事業は限度額 ５００まやで、粟賀小学校跡地ま備の実施設計

に係るものでございます。過疎債でございます。

８、病院医療機８ま備事業は限度額 ５や０まやで、医療機８のま備に係るもので、

過疎債を発行し、病院会計のほうに出資金として支出するものでございます。

９、広域基９林道開設事業は限度額 ６２０まやで、千ケ峰・三国９線の事業やの県

負担に対するものでございます。公共事業債でございます。

１０、急傾１地崩壊対策事業は限度額 １２０まやで、１治区の対策事業やの県負担

に対するものでございます。公共事業債でございます。

１１、道路ま備事業は限度額１や ４３０まやで、町道作畑・新田線ほか ３００ま 

やが辺地債、町道中村・山田線をはじめ １３０まやが過疎債でございます。

１２、橋梁ま備事業は限度額 や５０まやで、道路メンテナンス（橋梁長寿命化修繕

事業）でございます。過疎債でございます。

１３、河川ま備事業は限度額 ４５０まやで、河川改修工事に係るもので、緊急自然

災害防止対策事業債でございます。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、第３表に記載のとおりでございます。

以上によりまして、起債の限度額の合計は５や １２０まやと定めるものでございま

す。

それでは、歳入歳出予算事項別明細書により御説明をさせていただきます。１３ペー

ジ、タブレットは１５ページをお願いをいたします。なお、以降、タブレットにつきま

しては２ページずつずれていきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。内

容につきましては、対前年度から大きく伸びているもの、それから新規に計上したもの

を中心に、主なものにつきまして御説明申し上げます。

まず、歳入でございます。

１７町税、１項町民税、１目個人町民税は４や ３４３ま ０００やで、均や割 ９  

４０ま ０００や、所得割４や ９や６ま ０００や、滞納分４２６ま ０００やで、   

対前年度比 ８８１ま ０００やの増額でございます。 

続いて、２目法人町民税は ５８８ま ０００やで、対前年度比は ４２３ま ００   

０やの減額でございまして、事業所２２３社、均や割 ６０４ま、税割 ５６２ま ０  
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００や、滞納２６ま ０００やでございます。

２項固定資産税、１目固定資産税は１１や ５２５ま ０００やを計上、対前年度比 

３５２ま ０００やの減額でございます。特に依存度の大きい関西電力の大河内水力 

発電所に係る大規模償却資産は５や ５３９ま ０００やの計上でございます。 

３項軽自動車税、１目環境性能割は２１６ま、２目種別割は ３や１ま ０００やで、 

合わせまして ５８やま ０００や、対前年度比１６１ま ０００やの増額でございま  

す。

続いて、４項町たばこ税は ５３５ま ０００やで、対前年度比１２４ま ０００や  

の減額でございまして、３年度の決算見込みを勘案しながら計上をいたしております。

続いて、１４ページ、２７の地方譲与税から１５ページの１０７地方特例交付金につ

きましては、３年度決算見込みを基本にしながら、地方財政計画及び県の交付税交付見

込みを勘案し計上をいたしております。

続きまして、１５ページをお願いします。１１７地方交付税でございます。地方交付

税は３４ややで、対前年度比３や ４００まやの増額でございます。普通交付税は２９

やや、特別交付税は５ややの計上でございます。普通交付税につきましては、地方財政

計画の伸び率、円時財政対策債の振替、公債や算入なやを踏まえ算定をいたしてござい

ます。

続いて、１６ページ、１３７分担金及び負担金、１項分担金、農林業や分担金、林業

や分担金５０まやは町単独林道補修事業の受益者分担金でございまして、地元管理の林

道、作業道の分担金でございます。

２項負担金、１目民生や負担金は、寺前、神崎、管外の私立保育所の運営や負担金、

合わせまして ０４４ま ０００や、子育て家庭ショートステイ負担金１ま ０００や、  

神崎郡３町で運営をしております病児・病後児保育に係る負担金、利用者負担金を合わ

せまして１や３ま ０００や、そして、老人福祉施設入所者や用徴収金１１６ま ００ 

０やで、養護老人ホームに入所されている方のや用徴収金でございます。

２目４生や負担金、中播北部行政事務組合職員人件や負担金は ０２２ま ０００や 

の計上でございます。

続いて、３目の農林業や負担金、兵庫県農業共済組合職員人件や負担金は８１３ま

０００やの計上でございます。

続いて、１４７使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料でございます。 ６

３４ま ０００やで、そのうちのケーブルテレビの利用料は ５８０まやで、対前年比 

５３ま ０００やの減額でございます。

続いて、１やページをお願いします。３目土木使用料は、町営住宅５団地と定住促進

空き家活用住宅、長谷地区の３戸、合わせまして １９２ま ０００やでございます。 

４目の教育使用料は、４かり保育料１９ま ０００や、学４保育クラブの施設使用料

６１５まや、町民温水プールの使用料 ４５０まやでございます。
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続きまして、１８ページ、お願いをいたします。２項手数料、１目総務手数料でござ

います。戸籍住民基本台帳手数料につきましては４５０ま ０００やでございます。

続きまして、１８ページから２５ページが国庫支出金、県支出金の説明になります。

一般会計予算説明資料では１６ページから３１ページ、タブレットで申し上げますと３

４ページから４９ページに記載をしておりますので、併せて御覧をいただきたいと思い

ます。

１８ページから２５ページは、１５７国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生や国庫

負担金は４や３８８ま ０００やで、対前年比３０６ま ０００やの増額でございます。 

主なものは、や害者自立支援給付やや負担金 ６２９まやの増額で、１や ６２１ま  

０００やでございます。

１９ページ、２目４生や国庫負担金でございます。 や８２ま ０００やで、対前年 

度比 や３２ま ０００やの増額でございます。３回目のワクチン接種に係る新型コロ 

ナウイルスワクチン接種対策や負担金は、 や５やま ０００やの計上でございます。 

続いて、２項国庫補助金、総務や国庫補助金は１や ２４やま ０００や、対前年度 

比 ２０１ま ０００やの増額でございます。主なものを申し上げます。行政手続オン 

ライン化、戸籍システム改修に係る社会保や・税番号システムま備や補助金 ０４４ま

０００やの増額の ８ややまや、令和３年度国の補正による新型コロナウイルス感染 

症対応地方創生円時交付金が１や ９９０まやの計上でございます。

続いて、２目民生や国庫補助金は ２０８ま ０００やで、対前年比５６２ま ００  

０やの増額でございます。地域生活支援事業補助金は５８５ま ０００やを計上、令和

４年９月までの補助で、保育所、学４、幼稚園の処遇改善対策を図る保育士や処遇改善

円時交付金は４４８ま ０００やを計上、補助率につきましては１０分の１０でござい

ます。

３目４生や国庫補助金は ８３９ま ０００やで、対前年比 ６３２ま ０００やの   

増額でございます。コロナウイルスワクチン接種の迅速安全な実施に係る新型コロナウ

イルスワクチン接種体制円保事業や補助金 ４５８ま ０００やの計上でございます。 

続いて、４目土木や国庫補助金は １５８ま ０００やで、町道橋及びトンネルの長 

寿命化修繕計画に係る道路メンテナンス事業や補助金 ０６０ま ０００やを計上、社 

会資本ま備総合交付金は、住宅耐震や若者世帯定住促進、家賃補助、住宅取得支援、住

宅リフォーム支援、空き家活用に係るものでございまして８１５ま ０００やを計上、

公的賃貸住宅家賃対策まま補助事業補助金２８３まやの計上でございます。

続きまして、２０ページ、教育や国庫補助金は２１６ま ０００やで、特別支援学続

就学援助や補助金なやや６ま ０００やを計上、福本遺跡に係る就就文化財緊急発掘ま

査や補助金は１４０まやの計上でございます。

続いて、１６７県支出金、１項県負担金、１目総務や県負担金でございます。移譲事

務市町交付金３４４ま ０００やは、県から市町へ移譲された２３項目の事務に係る交
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付金でございます。

続いて、２０ページから２１ページ、２目民生や県負担金は２や １１４まやで、対

前年比２５５ま ０００やの増額で、や害者自立支援給付やや負担金をはじめ心身や害

者福祉施策に充当する県の負担分の増額でございます。

２項県補助金、１目総務や県補助金は ６８３ま ０００やで、対前年比１２０ま  

０００やの減額でございます。市町振興支援交付金は ２３０ま ０００やで、０来の 

神河町から生野までの赤字路線への町補助に対してのバス対策や補助金及びコミュニテ

ィバス事業への交付金でございます。ひょうご地域創生交付金や５０まやは県独自の地

方創生に係る交付金でございます。木造インターンシップや大学連携の委託料に充当予

定でございます。電源立地地域対策交付金事業補助金は ５９０ま ０００やの計上で、 

町道の上岩宮野線の舗装修繕工事なや道路維持補修への充当でございます。

２目民生や県補助金、県補助金のうち民生児４委員活動や用２償補助金２２９ま ０

００やは、民生児４委員の活動に対する補助金でございます。地域生活支援事業補助金

は２９２ま ０００やで、地域生活支援及び日常生活用具給付に補助するものでござい

ます。人生いきいき住宅事業補助金は２６５まやの計上で、高齢者対応の住宅改良やを

助成するものでございます。

続いて、２２ページ、老人クラブ助成事業補助金１３やま ０００や、老人クラブ活

動強化推進事業補助金や５ま ０００やは、それぞれの単位老人クラブへの活動に対す

る補助金でございます。医療助成や補助金は ９４０ま ０００や、対前年度比３３９ 

ま ０００やの増額でございまして、医療や助成金と事務やの２分の１の補助でござい

ます。子やも・子育て支援交付金は、それぞれ保育所、幼稚園、小学校、そして健康福

祉課関係事業なやに充当するものでございます。病児・病後児保育事業３００ま ００

０やは、運営やの補助でございます。ひょうご保育料軽減事業補助金は、第１子、第２

子以降の保育料の軽減措置補助金としてや０ま ０００やを計上するものでございます。

３目４生や県補助金は５２９ま ０００やの計上で、ワクチン接種緊急促進事業補助

金５９まやは、新型コロナウイルスワクチンの休日接種に要するや用に補助されるもの

でございまして、補助率は１０分の１０でございます。僻地診療所運営や補助事業補助

金は３１３ま ０００や、大畑、上小田、川上診療所の運営やに対しての補助金でござ

います。アピアランスサポート事業補助金５ま ０００やは、がん治療による外見の変

貌を補完する補正具の購入に補助されるものでございます。補助率につきましては、２

分の１でございます。この事業につきましては、新規の予算計上になってございます。

続いて、２３ページ、４目農林業や県補助金は２や ０１５ま ０００や、対前年比 

５９２ま ０００やの増額でございます。中山間地域や直接支５交付金は ０６８ま  

０００や、多面的機能支５交付金は ４１５ま ０００やの計上でございます。鳥獣  

被害防止総合対策事業補助金６４５ま ０００や及び市町振興支援交付金１０４ま ０ 

００やは、鹿、イノシシ、猿なやの有害鳥獣の捕獲に対する助成でございます。農地利
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用最適化交付金１３やま ０００やは、農業委員、農地利用最適化推進委員が農地法な

やに基づき行います農地集積やの活動に対する交付金でございます。農業次世代人材投

資事業補助金１５０まやは、新規就農者１名の支援補助金でございます。農村地域防災

減災事業補助金 ９６５ま ０００やは、宮野の大減ほか、ため減廃止に係る減量実施 

設計、工事ややの業務への補助金でございます。農業経営スマート化促進事業補助金５

３まやは、農業経営の法人化や集落営農の広域化なや組織化の取組をするため、農業用

の機械、施設のま備に補助するものでございます。補助率につきましては３分の１でご

ざいます。林業や関係は、引き続き県民緑税を活用した緊急防災林ま備事業、針葉樹林

と広葉樹林のと交林ま備事業やの補助金を予定し、 ５９０ま ０００やを計上をいた 

しております。林道改良事業補助金１６８ま ０００やは、橋梁の長寿命化によるコス

ト縮減を図るため、点検診断、保全事業を予定をいたしております。

５目商工や県補助金２４４ま ０００やは、峰山高原の滞在型中核施設やのま備に係

る償還金の補助金でございます。

６目土木や県補助金は、老朽危険空き家除却支援事業補助金５０まや、２件の特定空

家やの除去・解体に係るもので、所有者が行う除去に補助するものでございます。三世

代同居対応改修工事推進事業補助金は１３５まやでございまして、三世代同居対応工事

を行う未就学児の扶養家族がいる方に補助するものでございまして、補助率は２分の１

でございます。この事業につきましても新規の計上でございます。

や目教育や県補助金はスクール・サポート・スタッフ配備事業補助金３０ま ０００

やで、スクール・サポート・スタッフを学校に配置するための補助金でございます。

２４ページ、トライやる・ウイーク事業補助金４５まやは、中学２年生を対象に自立

性を高め、生きる力を育むことを目的に、職場体験、福祉体験、勤労生産活動なや、地

域での体験活動に係る経やの補助金でございます。スクール６ーシャルワーカー事業補

助金３０まやは、教育相談体制に係る福祉やの専門的な知識や技術を有する６ーシャル

ワーカーを配置するための補助金でございます。

３項県委託金、１目総務や県委託金は、県議会議員選挙や２６やま ０００や、参議

院議員選挙や １３やま ０００やを計上をいたしてございます。地域再生協働員設置 

業務委託金５３１ま ０００やは、県業の協力隊、地域再生協働員に係るものでござい

まして、補助率につきましては４分の３でございます。

４目農林業や県委託金は地籍ま査事業委託金 ６６０ま ０００やで、山林部の地籍 

ま査で県営事業として県からの委託事務に係るものでございます。

続いて、２５ページ、１や７財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金でご

ざいます。２９６ま ０００やは財政まま基金をはじめとした基金の利子収入でござい

ます。

２目財産貸付収入 ６６４ま ０００やは、町有財産である土地や建物やの貸付収入 

でございます。貸工場の貸付収入につきましては、年額４５０まやの計上でございます。
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２６ページ、１８７寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金は、神河ふるさとづくり応

援寄附金で ０００まや、神河まち・ひと・しごと創生寄附金１件５００まやの計上で

ございます。

続いて、１９７繰入金、１項他会計繰入金は、特別会計からの繰入れでございます。

２項基金繰入金は、一般会計で設置しております基金から、それぞれの目的に沿った

事業やの財源として充当するために繰入れをするものでございます。公共施設維持管理

基金繰入金 ２２０まやは、各施設の修繕や工事やの維持に繰り入れするものでござい

ます。

２やページ、神河ふるさとづくり応援基金繰入金 ０００まやは、令和３年度に収入

する予定の神河ふるさとづくり応援基金を積み立てしたものを繰り入れし、寄附をいた

だいた方の使途に伴い各施設の事業やの財源として充当するものでございます。

財政まま基金繰入金１や ８００まやは、当初予算編成に当たりましてその財源不足

を補うために繰り入れするもので、対前年比 １００まやの増額でございます。

まちづくり基金繰入金 や２５まやは、これからのまちづくりの基礎となる計画策定

なやの経やに繰り入れするものでございます。

森林環境譲与税基金繰入金８０やまやは、令和３年度に未執行分の譲与税を積み立て

したものを繰り入れし、森林ま備やの財源とするものでございます。

ケーブルテレビネットワーク施設維持基金繰入金 ２００まやはケーブルテレビネッ

トワーク施設の適正な維持管理のための経やを繰り入れするものでございます。

交通安全対策基金繰入金３３９ま ０００やは、兵庫県の市町交通災害共済組合の解

散に伴う配分金を積み立てたもので、交通安全対策に係る啓発や施設ま備やの財源とし

て繰り入れるものでございます。

２０７繰越金 ０００まやは、前年度繰越金でございます。

２１７諸収入、３項貸付金元利収入１２３ま ０００やは、過去に住宅新築資金、宅

地取得資金、住宅改修資金なやとして貸し付けた貸付金の元金の回収と利子収入でござ

います。

２８ページ、４項受託事業収入は４生や受託事業収入１１１ま ０００やで、県道２

の除草作業やに対する県からの収入でございます。

２８ページから３１ページ、５項雑入につきましては、これまで説明しました歳入科

目に含まれない収入を計上をいたしてございます。

３１ページの中ほやになりますが、再生可能エネルギー導入戦略策定事業補助金や５

０まやは環境省の間接補助金でございまして、山林再生を核としたエネルギーの地産地

消の地域脱炭素ロードマップの策定を予定してございます。補助率は４分の３でござい

ます。

２２７町債につきましては、第３表、地方債で御説明をしたとおりでございます。

以上で歳入の説明につきましては終わらせていただきます。
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引き続きまして、３３ページ、歳出でございます。歳出の目的別の事業別の説明や財

源の内訳につきましては、予算説明資料の３２ページから１１２ページに記載をしてお

りますので、併せて御覧いただければと思います。

３３ページから３４ページでございます。１７議会やは ６や０ま ０００やで、町 

議会議員１２名、議会事務局の一般職３名の人件や、そして本会議、常任委員会やの開

催なや議会運営に係る経やを計上してございます。本会議の動画編集業務委託料６やま

０００やは新規の計上でございます。

続いて、３４ページから３やページ、２７総務や、１項総務管理や、１目一般管理や

は５や ２ややま ０００やで、対前年比 ０や３ま ０００やの増額で、主な増額は   

行政オンライン化システム改修が ５０やま ０００や、それから、神戸大学医学研究 

科科科科８科先端医療技術開発寄附金 ０００まやの増額でございます。この科目につ

きましては、特別職２名、総務課の一般職１２名、再任用２名の人件やと、行政運営に

係る総合行政用コンピューター運営なやの事務経や、区長会運営経や、ふるさと納税関

連の経やなやを計上をいたしてございます。

３５ページの報償やでございます。区長会への行政事務協力謝金は８５２まや、それ

から、ふるさと納税の返礼品 ３１５まやを計上をいたしてございます。

３６ページの委託料でございます。庁舎ネットワークま備、行政オンライン化システ

ム改修、総合行政用コンピューター運営なやの経やを中心に１や や４２ま ０００や 

を計上をいたしてございます。

続いて、３やページの貸付金でございまして、医師修学資金貸与金や２０まやで継続

３名分の計上でございます。

寄附金は ３００まやで、リハビリ医学の研究医療に対する神戸大学寄附講座が ３ 

００まや、神戸大学医学研究科科科科８科への先端医療技術研究開発への寄附として

０００まやを計上をいたしてございます。

３８ページをお願いします。２目の文書管理やでございまして、 ０４２ま ０００ 

やで、毎月発行します広報の作成経や、町例規のま備、町ホームページの管理経やなや

を計上をいたしてございます。委託料で条例やま備支援業務委託料６９８ま ０００や

は、個人情報保護制度の見直しに伴う例規ま備支援業務に係るものでございます。

続いて、３目会計管理やは ９５５ま ０００やで、会計課の一般職４名の人件やと 

会計処理に係る事務経や、指定金融機関取扱手数料につきましては２や５まやで、２０

５まやの増額となってございます。

続いて、３９ページ、４目財産管理やは２や ５５３ま ０００やで、対前年比 ８  

４１ま ０００やの増額でございます。本庁舎、支庁舎、センター長谷、公用車なやの

維持管理経やと基金への積立金やを計上をいたしてございます。

４０ページの委託料で、公共施設や総合管理計画策定委託料６ややま ０００やでご

ざいます。計画の更新と個別計画の作成で、これに基づき老朽化の進む公共施設の適正
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な維持管理を図ってまいる経やでございます。工事請負やのほうを御覧いただきたいと

思います。思車場の区画工事や８ま ０００やは、庁舎前の区画線の引き直しを予定を

いたしてございます。それから、庁舎やの施設改善工事や や００ま ０００やのうち 

５００まやは、５常用自家発電の更新工事に係るものでございます。備品購入やの一

般備品購入や３３５ま ０００やでございますが、これにつきましては円時交付金事業

を活用しまして、コロナ対策として各区の公民館やに空気清浄機やを配備、また、道の

駅に自動ドアの設置を予定をいたしてございます。車両購入やは２や６ま ０００やで

公用車の更新でございます。低燃やの乗用車１台を購入する予定をいたしてございます。

積立金でございます。神河ふるさとづくり応援基金積立金は ０００まやでございまし

て、ふるさと納税の寄附金を次年度のまちづくり施策へ財源とするために積立てをする

ものでございます。公共施設維持管理基金積立金 ３３５ま ０００やでございまして、 

基金の利子、発電の売電収入、スキー場施設の使用料、貸工場の貸付収入を積み立てる

ものでございます。

５目交通対策やは１や ８３３ま ０００やで、対前年比 や２５ま ０００やの増   

額でございます。主なものは、地域公共交通計画策定支援業務委託料 １１０まやの増

額となってございます。この科目につきましては、コミュニティバスの運行経や、それ

から交通安全への啓発経や、交通安全施設のま備工事やなや、公共交通対策に係る経や

を計上をいたしてございます。委託料のほうを御覧いただきたいと思います。コミバス

の運行委託料は１や ５２５まやで、３２９ま ０００やの増額となってございます。 

それから、地域公共交通計画策定支援業務委託料 １１０まやでございます。町民ニー

ズ及び利用実態ま査なやの実施、分析、課題ま理を行いまして、今後の公共交通の在り

方、方向性を定めていくものでございます。工事請負やの交通安全施設ま備工事や６６

０まやは、転落防止柵や交通安全施設ま備に係るものでございます。ＪＲ新野駅バス待

合所設置工事は５８０まやを新規に計上をいたしてございます。負担金、補助及び交付

金の路線バスコミュニティ料金化事業負担金は４００まやの計上でございます。

続いて、４１ページから４４ページは企画やでございまして、２や ３８６ま ００ 

０やで、対前年比１や ４や５ま ０００やの増額となってございます。この科目につ 

きましては、ひと・まち・みらい課の一般職５名、再任用１名の人件やと、地方創生を

中心に町の活性化のための事業の経やを計上をいたしてございます。

４３ページの委託料のほうを御覧いただきたいと思います。設計業務委託料 ０００

まやでございます。これにつきましては、粟賀小学校の跡地活用として図書コミュニテ

ィ施設、公園ま備に係る基本構想、基本設計、それから、実施設計に係るものでござい

ます。それから、神河将来ビジョン策定業務委託料は８２５まやでございまして、山林、

農地の再生を中心とした町の再生、神河町の将来の青写真づくりに係るものでございま

す。それぞれ新規に計上をいたしたところでございます。負担金、補助及び交付金でご

ざいます。創業促進事業補助金は ０４０まやでございます。９４０まやの増額となっ
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てございます。

４４ページの地域再生協働員設置業務負担金１３２ま ０００やは、県業地域おこし

協力隊制度で、寺前地域の買物環境づくりの活動支援の経やでございます。それから、

機能性野機６次産業化事業補助金 １００まやはアグリイノベーション事業で、ニンジ

ン生産拡大として加工機８ま備と販路の開拓を支援するものでございます。地域自治協

議会設置運営事業負担金１５０まやでございます。町内全や行政ブロックでの協議会立

ち上げに係る準備経やとして新規に計上をいたしてございます。

続いて、や目のＣＡＴＶ管理運営やでございます。１や や２８ま ０００やでござ 

いまして、委託料で、指定管理料１や２０４ま ０００やを計上をいたしてございます。

それから、工事請負やではケーブルテレビ局舎の改修工事として １１９ま ０００や、 

これにつきましては空まの設備更新、それからスタジオ照明の設備更新でございます。

４５ページ、１０目消や者行政やは３０４ま ０００やで、消や者への啓発や相談額

口として福崎町に共同で設置してございます神崎郡消や生活中核センターへの負担金、

そして町消や生活の会補助金なや、消や者対策の経やを計上をいたしてございます。

続いて、４５ページから４６ページになります。２項徴税や、１目税務総務やは ３

１８ま ０００やで、対前年比 ６１１ま ０００やの増額でございます。この科目に  

つきましては、税務課の一般職６名の人件やと、税務事務に係る事務経やを計上いたし

てございます。委託料を御覧いただきたいと思います。固定資産税基礎図面やま備業務

委託料 や１４ま ０００やは、地図番号図、家委図システムの委動内容を更新するも 

のでございます。

４６ページから４やページは４課徴収やでございまして、や９１ま ０００やで、４

課及び徴収に係る事務経や、そして、コンビニエンスストアやクレジットでの収納に係

る経やを計上をいたしてございます。

続いて、４やページの３項の戸籍住民基本台帳は ５や２ま ０００やで、対前年比 

や００ま ０００やの増額でございます。この科目につきましては、住民生活課の一 

般職１名の人件やと戸籍法、住民基本台帳法に基づきます事務処理に係る経や、そして、

コンビニエンスストアでのマイナンバーカードを利用した住民票の交付に係る経ややを

計上をいたしてございます。委託料の ０３０ま ０００やで、 や４０ま ０００や   

の増額となってございまして、コンビニ交付サーバーの更新に係る経やを計上をいたし

てございます。

続いて、４８ページから５１ページでございます。４項の選挙や、１目選挙管理委員

会やは９６２まやで、選挙管理委員４名の委員報酬と委員会の運営経や、そして、選挙

管理委員会書記としての総務課の一般職１名の人件やを計上をいたしてございます。２

目の参議院議員通常選挙やは １３やま ０００や。 

４９ページの県議会議員選挙やは２６やま ０００や、４目の町議会議員選挙やは 

１１６ま ０００やを計上をいたしてございます。
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続いて、５２ページの６項監査委員やでございます。や９ま ０００やで、監査委員

２名の委員報酬と財務監査及び行政監査に係る事務経やを計上をいたしてございます。

５２ページから５４ページです。３７民生や、１項社会福祉や、１目社会福祉総務や

は３や ５６２ま ０００やで、この科目につきましては、住民生活課の一般職４名の 

人件や、民生児４委員３８名の活動や用２償、町社会福祉協議会補助金、国民健康保険

事業、介護保険事業の特別会計への繰出金なや、社会福祉行政経やを計上をいたしてご

ざいます。

５３ページの工事請負やで、防犯カメラ設置１１５ま ０００やは、町管理の防犯カ

メラ設置で、２基分を計上をいたしてございます。それから、扶助やの住宅改修や助成

や５３０まやは、人生いきいき住宅の助成でございます。繰出金では、国保会計が ２

３３ま ０００や、介護保険会計が２や ２９０ま ０００やの計上でございます。  

続きまして、５４ページから５５ページ、２目老人福祉やでございます。 ６８１ま

０００やで、老人クラブへの助成、シルバー人材センター負担金、地域住民グループ

活動支援、タクシー運賃助成、老人保護措置やなや、老人福祉行政に係る経やを計上を

いたしてございます。

５５ページ、３目の心身や害者福祉やは３や ６９８ま ０００やで、対前年比 ２  

８３ま ０００やの増額でございます。や害者総合支援法に基づくや害福祉サービス利

用時の介護給付やなやを計上をいたしてございます。扶助やは３や ３８４ま ０００ 

やで、 ２３やまの増額計上となってございます。

続きまして、５やページ、４目医療助成やは や３４ま ０００やで、後期移行者、 

重度や害者、乳幼児、母子家庭、高齢や害者に係る医療助成金と事務やを計上をいたし

てございます。乳幼児医療やの無料化につきましては、引き続き高校生までとし、保護

者負担の軽減を図ってまいりたいというふうに思ってございます。

５８ページ、５目国民年金事務やは４９１ま ０００やで、住民生活課の１名の人件

やと国民年金の届出に係る事務経やを計上をいたしてございます。６目の民主化推進や

は１や２ま ０００で、人権や地域改善の活動への助成金なやを計上しております。や

目後期高齢者医療は２や ２９１ま ０００やで、対前年比４５１ま ０００やの増額  

でございまして、兵庫県後期高齢者医療広域連合への療養給付やの負担金、町が設置し

ている後期高齢者医療事業特別会計への繰出金なやを計上をいたしてございます。

５９ページから６０ページでございます。２項児４福祉や、１目児４福祉総務やは

５５９ま ０００やで、子やも・子育て会議委員１３名の委員報酬と、こやもを健やか

に生み育てる支援金、子やも会、縁結び事業、出産祝い品、そして病児・病後児保育の

運営に係る会計年度任用職員の人件やなや、児４福祉行政に係る経やを計上をいたして

ございます。

６０ページ、２目児４措置やは１や ０２９ま ０００やで、児４手当とその給付に 

係る事務経やを計上をいたしてございます。
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６０ページから６１ページ、３目保育所やは２や ６８１ま ０００やでございます。 

子やも・子育て支援法に基づきまして、寺前保育所、神崎保育園、管外保育所において、

それぞれや滑な運営を行うための運営委託料や一時４かり事業補助金なやを計上をいた

してございます。

負担金、補助及び交付金を御覧いただきたいと思います。保育士や処遇改善円時特例

事業補助金でございます。３４５ま ０００やを計上をいたしてございます。この補助

金につきましては、令和４年９月までの補助でございまして、保育所、学４、幼稚園の

処遇改善対策を図るものでございます。新規に計上をいたしてございます。

続いて、６１ページから６２ページ、４７の４生や、１項保健４生や、１目保健４生

総務やでございます。６や や８２ま ０００やで、対前年比 ２１１ま ０００やの   

増額でございます。この科目につきましては、健康福祉課の一般職１３名の人件やと、

公立神崎総合病院、水道事業会計への補助金及び出資金、介護療育、ケアステーション

かんざき特別会計への繰出金なやの保健４生業務に係る経やを計上をいたしてございま

す。

６２ページの病院事業会計への繰り出しにつきましては、補助金が３や １１３ま 

０００や、出資金が１や ４５６ま ０００やで、合わせまして４や ５や０まやの計  

上でございます。

６２ページから６４ページ、２目健康づくり対策やは１や ２６４ま ０００やで、 

対前年比 ５６０ま ０００やの増額でございます。この科目につきましては、保健教 

育、相談、特定基本健診、がんなや各種検診、予防接種、食育計画推進事業なや、町民

の健康増進、そして自主的な健康づくりに取り組む意識の形成なやを目的とした事業の

経やを計上をいたしてございます。

需用やを御覧いただきたいと思います。医需材料や ３２１ま ０００やで、６９１ 

ま ０００やの増額でございます。子宮万がんワクチンが積極的万万になったことなや

によるものでございます。

委託料で、定期・任意合わせまして、インフルエンザの予防接種委託料が９０２ま

０００や、新型コロナウイルスワクチン接種委託料が ５０やま ０００やの計上でご 

ざいます。それから、新型コロナウイルスざ原定性検査委託料 ８９６まやは、オミク

ロン株の急増や、感染に不安を感じておられる住民の方に、病院において無料でざ原定

性検査を受検していただくもので、新たに新規に計上となってございます。

扶助やのアピアランスサポート事業助成金１１まやは、がん治療による外見変貌を補

完する補正具の購入に補助するもので、これにつきましても新規の計上でございます。

６５ページ、３目母子４生やは９４２ま ０００やで、乳幼児健診、５歳児までの相

談、虫歯予防、妊婦健康支援、特定不妊治療助成、産後ケア、子育て世代包括支援セン

ターに係る経やなや、妊娠から出産、育児なやに関する母子保健事業の経やを計上をい

たしてございます。
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６６ページ、４目保健４生施設管理やは３４９ま ０００やで、保健福祉センターの

施設の維持管理に係る経やを計上をいたしてございます。

５目診療所やはや０４ま ０００やで、川上及び上小田診療所の開設に係る運営や、

郡医師会で実施しております休日の在宅当番医制事業への負担金、救命救急センターへ

の運営負担金なやを計上をいたしてございます。

続いて、６６ページから６８ページ、２項環境４生や、１目環境４生やは ４２１ま

０００やで、対前年比 ０８３ま ０００やの減額でございます。この科目につきま  

しては、住民生活課の一般職４名と再任用職員２名の人件やと畜犬登録、狂犬病予防注

射なやの事務、中播北部行政事務組合火葬場なや、環境４生行政に係る経やを計上をい

たしてございます。

６やページの委託料のほうを御覧いただきたいと思います。再生可能エネルギー導入

戦略策定支援業務委託料９８８ま ０００やは、山林再生を核としましたエネルギーの

地産地消の地域脱炭素ロードマップの策定に係るものでございます。

６８ページの負担金、補助及び交付金でございます。中播北部行政事務組合火葬場の

負担金は ３８３ま ０００やの計上となってございます。 

２目の公害対策やでございます。１１やま ０００やで、町内の河川の水質２染ま査

の委託料が１０９ま ０００やを計上、大型車の交通振動の苦情対策として、道路交通

振動検査委託料としてやま ０００やを計上をいたしてございます。

３項清３や、１目ごみ処理やは２や ８１９ま ０００やで、町内一３のクリーン作 

戦、それから不法投棄物の処理、資源ごみ回収補助金、中播北部クリーンセンターの運

営負担金なやの経やを計上をいたしてございます。

６９ページの２目し科処理やは４や ２４やま ０００やで、町内の５３０基の合併 

処理浄化槽の維持管理や、そして浄化槽２泥を処理する施設として福崎町で共同設置し

ております中播４生センターへの運営負担金、合併処理浄化槽５人槽２基、や人槽２基

の設置補助金、下水道事業会計への補助金と出資金なやを計上をいたしてございます。

６９ページからや０ページ、５７農林水産業や、１項農業や、１目農業委員会やは

４４１ま ０００やで、農業委員１４名と農地利用最適化推進委員や名の委員報酬、地

域振興課の一般職１名の人件や、そして農業委員会の運営、農地の基本台帳管理、農業

者年金に係る経やなやを計上をいたしてございます。

や０ページ、２目農業総務やは ６２６まやで、地域振興課の一般職４名の人件やと

その他農政事務に係る経やを計上をいたしてございます。

や１ページ、３目農業振興やは１や １９１ま ０００や、対前年比 ３０やま ０   

００やの減額でございます。会計年度任用職員１名の人件やと各区の農会長、営農組合

長への農政事務謝礼、中山間地域や直接支５交付金、有害鳥獣対策、多面的機能支５交

付金、米安全円保対策、鹿捕獲支援、人・農地問題解決推進事業やなやの農政施策に係

る経やを計上をいたしてございます。
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や２ページの負担金、補助及び交付金のほうを御覧いただきたいと思います。中山間

地域や直接支５交付金は ４２４ま ０００やでございまして、農業生産活動継続、多 

面的機能増進活動に対する補助金でございます。多面的機能支５交付金は や０６まや

で、農業者やで構成されます組織が行います水路の泥上げや農道の草刈りなやの保全活

動なやへ支援する交付金でございます。農業機械施設ま備支援事業補助金や１１ま ０

００やは町単独の補助事業でございまして、農業機械導入に係る補助金でございます。

鳥獣被害防止対策協議会補助金３４１ま ０００やは、金鳥柵の設置、猿捕獲おり１基

ですが、設置を予定しております。それらに係る経やを計上をいたしてございます。そ

れから、環境保全型農業直接支５交付金１２０まやでございます。これは、地球温暖化

防止や生物多様性保全に効果が高い営農活動を支援するものでございます。鳥獣被害防

護柵や設置事業補助金５６８ま ０００やは、５つの区からの要望があります金鳥柵の

設置、２つの区からは電気柵の設置の要望がございます。それらに係る補助金でござい

ます。スマート化促進機械ま備事業補助金５３まやでございます。集落営農の広域化、

組織化の取組に対し、農業機械施設のま備を支援するものでございます。この補助金に

つきましては、大河区のほうから要望が上がってるということでございます。

や３ページ、４目農地やは１や ３０２ま ０００やで、対前年比 ０２４ま ００   

０やの増額でございます。農村地域防災減災事業として減量や委託料 １００まや、工

事請負や １５０まやのため減廃止に係る経やを計上をいたしてございます。また、区

から要望のあります５件の町単独土地改良事業補助金として、４や５まやを計上をいた

してございます。

や３ページからや４ページ、５目農業施設管理やは ９５やま ０００やで、水車公 

園、道の駅の維持管理経やを計上をいたしてございます。

工事請負やのほうを御覧いただきたいと思います。 ０００まやが上がってございま

す。これにつきましては、水車公園の周辺の小田原川の転落防止柵の設置に係るもので

ございます。

それから、や４ページからや５ページ、６目地籍ま査やは１や １や０ま ０００や 

で、対前年比 ５５やま ０００やの増額でございまして、この科目につきましては、 

地籍課の一般職９名の人件やと、計画的に進めてございます山林部ま査の事業やを計上

をいたしてございます。

や５ページからや６ページ、２項林業や、１目林業総務やは ９６２ま ０００やで、 

地域振興課の１名分の人件やと、県営事業の広域基９林道の県営への負担金 ８００ま

やなや、林政事務に係る経やを計上をいたしてございます。

や６ページ、２目林業振興やにつきましては１や １８６ま ０００やで、木工芸セ 

ンターのピノキオ館の指定管理料、それから森林管理１００％推進による造林事業、県

民緑税を活用した緊急防災林、針葉樹林と広葉樹林のと交林のま備、森林環境譲与税を

活用した森林ま備、裏山防災、危険木に係る治山治水工事補助金なやの林政施策に係る
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経やを計上をいたしてございます。

続いて、や８ページ、６７商工や、１項商工や、１目商工振興やは ４２８ま ００ 

０やで、対前年比 ８や９ま ０００やの減額でございまして、ひと・まち・みらい課 

の一般職３名の人件やと、町商工会の補助金が ０６０まや、それから、コロナ対策商

工業者補助金、商工業者振興商品券や出産応援商品券なやの商工行政経やを計上をいた

してございます。

続いて、や９ページから８２ページになります。２目観光振興やでございます。１や

や５２ま ０００やでございまして、対前年比４００まやの減額でございます。ひと 

・まち・みらい課の一般職３名の人件やと、町観光協会への補助金 ２８１ま ０００ 

や、夏祭りをはじめとしました地域活性化事業、各観光施設の指定管理料や維持管理経

や、改修工事やなや、観光施策に係る経や、そして峰山高原と砥峰高原の観光ＰＲ、リ

ラクシアを中心とした高原内の施設の維持管理や、スキー場の関連ま備やなやを計上を

いたしてございます。

８１ページの委託料でございます。設計監理委託料 ２２６ま ０００やでございま 

す。これにつきましては、ヨーデルの森の建物施設の委根改修に係るま査と実施設計に

係る経やを計上をいたしてございます。

続いて、８２ページから８４ページ、や７土木や、１項土木管理や、土木総務やは１

や １や１ま ０００やで、前年度対比 １８４ま ０００やの増額でございまして、   

この科目につきましては、建設課の一般職１１名の人件やと、町営思車場の管理、ＪＲ

播但線の駅トイレの維持管理、道路台帳の管理、そして急傾１崩壊対策事業、１治区で

ございますが、に係る県への負担金 ２５０まなやの経やを計上をいたしてございます。

８４ページ、２項道路橋梁や、１目道路橋梁維持やは１や ９５８ま ０００やで、 

町道の除草作業、除雪経や、道路補修工事やなやの町道の維持管理経やを計上をいたし

てございます。委託料におきまして、道路除草作業委託料は ０００まやを計上いたし

ておりまして、５００まやの増額計上となってございます。工事請負やは ２４０まや

で、町の計画路線なや ９００まや、区要望やで ３４０まやの計上でございます。 

８４ページ、２目道路橋梁新設改良やは１や ４５０まやで、対前年比 ０８０まや 

の増額でございます。工事請負やの１や １９５まやでは、町道作畑・新田線 や４５ 

まや、区要望３５０まや、道路メンテナンス事業、橋梁補修修繕工事 １００まやなや

の計上となってございます。

８５ページでございます。３項の河川やでございます。 ８６４ま ０００やで、対 

前年比 ４４１ま ０００やの増額となっております。河川クリーン作戦は５００まや 

の増額でございまして、６００まやを計上をいたしてございます。河川改修工事として

８００まやの計上でございます。

続いて、８５ページから８６ページ、５項住宅や、１目住宅管理やは １９１ま ０ 

００やで、町営住宅５団地と空き家を活用した賃貸住宅３戸の維持管理や、若者の定住
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促進を目的とした家賃補助金、住宅取得支援補助金、リフォーム支援補助金、住宅の耐

震化促進事業、そして、老朽化をしました危険な特定空家やの除去に係る経やなやを計

上をいたしてございます。

負担金、補助金のところを御覧いただきたいと思います。三世代同居対応改修工事推

進事業補助金として２や０まやを計上をいたしております。三世代同居対応改修工事を

行います未就学児の扶養家族がいる方に対しまして補助をするものでございまして、新

規に計上をさせていただいたところでございます。

続いて、８６ページ、２目の住宅建設やは ９５０ま ０００やで、田舎暮らし・多 

自然居住推進事業、そして空き家の利用活用事業やに係る経やを計上をいたしてござい

ます。

８やページのほうに新規の計上としまして、宅地開発支援事業補助金として１５０ま

やでございます。１区画の開発につきまして５０まやの支援補助をするというもので、

３区画分をまとめてというところで１５０まやの計上をいたしております。それから、

移住サポートセンター改修補助金は３００まやでございまして、予定としまして、改修

に伴い子やも食堂やも行っていきたいということで経やを計上をいたしてございます。

続いて、８やページ、８７消防や、１項消防や、１目常備消防やは１や や３１ま 

０００やで、対前年比 ０５１ま ０００やの減額でございます。姫路市消防局への消 

防事務委託料は１や や２４ま ０００やの計上でございます。 

８やページから８８ページ、２目５常備消防やは ３１８ま ０００やで、地域での 

防火、防災の消防活動に係る経やを計上をいたしてございます。

８８ページ、３目消防施設やは５５８ま ０００やで、対前年比 １０６ま ０００  

やの減額で、各部が保有します消防車両と指令車の維持管理やでございます。

４目災害対策やは ２４２ま ０００やで、災害時の緊急対応に係る職員の時間外勤 

務手当、そして防災備蓄品の購入、自主防災組織への運営補助金、防災行政無線の管理

運営やなやの防災対策に係る経やを計上をいたしてございます。備品購入やで、防災備

蓄備品購入や３００まやにつきましては、県互助会、安全安心のまちづくり事業助成金

を活用するものでございます。それから、負担金、補助及び交付金の自主防災組織補助

金９０まやは、防災士資格の取得助成金でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ここで区切りがよいので、黒田特命参事、午後からも頑張って

ください。

昼食のため暫時休憩します。再開を１３時といたします。

午前１１時５４分休憩

午後 １時００分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

午前に引き続き、黒田総務課財政特命参事、よろしくお願いします。
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○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。アクリル板

がございますので、マスクのほうは外させていただきます。

引き続きの説明をする前に、午前中に少し私のほうが間違ったことを言ってましたの

で、訂正のほうをさせていただきたいと思います。歳出の６１ページの処遇改善のとこ

ろで保育所やですが、私、学４と幼稚園というようなところも申し上げたようでござい

まして、ここの部分につきましては、保育所に係る部分ということでございますので、

訂正のほうをさせていただきます。申し訳ございませんでした。

そうしましたら、９０ページの教育やのほうから、引き続き御説明のほうを申し上げ

たいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。９７教育や、１項教育

総務や、１目教育委員会やは１１８ま ０００やで、教育委員４名の委員報酬と教育委

員会の運営経やを計上をいたしてございます。

２目の事務局やは １８０ま ０００やで、教育長と教育課の一般職５名の人件やと、 

いじめ問題への対応、不登校なや、問題を抱える児４生徒の支援、スポーツ・文化額技

大会出場激励金なや、教育行政に必要な経やを計上をいたしてございます。

９２ページから９５ページでございます。２項小学校や、１目小学校管理やは１や

８１３ま ０００や、対前年比 ９０６ま ０００やの増額でございます。一般職１名  

の人件やと会計年度任用職員の報酬なや、そして町内小学校の学校運営及び施設管理に

係る経やを計上をいたしてございます。

委託料の設計監理業務委託料２０５ま ０００や、それから工事請負やの学校施設や

改修工事や や１０まやのうち ５３６ま ０００やは、神崎小学校外改木部改修工事  

に係るものでございます。

続きまして、９５ページから９６ページ、２目小学校教育振興やは９００ま ０００

やで、自然学校や環境体験活動、外国語教育の推進、そして就学援助やなやに係る経や

を計上をいたしてございます。

９６ページから９８ページでございます。３項中学校や、１目中学校管理やは や１

９ま ０００やで、一般職１名の人件やと会計年度任用職員の報酬なや、神河中学校の

学校運営及び施設管理に係る経やを計上をいたしてございます。

９８ページ、２目中学校教育振興やは １２９まやで、トライやる・ウイーク、外国

語指導助手ＡＬＴの活用事業、そして就学援助やなやに係る経やを計上をいたしてござ

います。

９９ページから１０１ページ、４項幼稚園やは１や １１８ま ０００やで、幼稚園 

教諭９名と会計年度任用職員の人件や、そして町内の幼稚園の運営及び施設管理に係る

経やを計上をいたしてございます。

１００ページの設計監理業務委託料３９ま ０００や、それから、工事請負やの学校

施設や改修工事や４８５まやは、神崎幼稚園の外改木部改修工事に係るものでございま

す。
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１０１ページから１０３ページ、５項社会教育や、１目社会教育総務やは ５５２ま

０００やで、教育課の一般職５名の人件やと人権啓発、学習事業、０課後子やも教室

と学４保育、成人式、文化財の保存、町史の編さん作業に係る経やなや、社会教育行政

施策に係る経やを計上をいたしてございます。

１０３ページ、２目公民館やは ４や０ま ０００やで、一般職２名の人件やと神崎 

・中央公民館の施設維持管理や、そしてシニアカレッジ、公民館教室、ふるさと文化祭、

美術展、一般公演、図書室の運営に係る経やなやを計上をいたしてございます。

１０５ページの社会教育施設改修工事請負や８６やま ０００やにつきましては、中

央公民館の大ホールの舞台カメラ映像設備の工事に係るものでございます。

１０６ページから１０やページ、３目社会教育施設運営やは ２６０ま ０００やで、 

児４センターきらきら館、子育て学習センターなや、施設維持管理に係る経やを計上を

いたしてございます。

１０やページ、６項保健体育や、１目保健体育総務やは １ややま ０００やで、ス 

ポーツ推進委員１５名の委員報酬と町体育協会への補助金１３０まや、青少年健全育成

団体への補助金５０まや、スポーツ教室、スポーツ大会に係る経やなやを計上をいたし

てございます。備品購入やの一般備品購入や５００まやは、老朽化による温水プールの

ロッカー室にありますロッカーの入替えに係る経やでございます。

１０やページから１０９ページ、２目体育施設管理やは ００９ま ０００やで、町 

内の体育施設の運営及び維持管理やを計上をいたしてございます。

１０９ページから１１１ページ、３目学校給食やは１や ４６やま ０００やで、一 

般職３名、再任用２名、会計年度任用職員の人件や、給食の提供に係るや用、そして給

食センター施設の維持管理やを計上をいたしてございます。

工事請負やの給食施設工事請負や８９９ま ０００やは、食８消工保管庫の修繕に係

る経やを計上をいたしてございます。

続いて、１１１ページから１１２ページでございます。１０７公債や、１項公債や、

１目元金は１１や ８１８ま ０００や、対前年比２や２や１ま ０００やの増額でご  

ざいます。

２目利子は や５やま ０００や、対前年度比 ３６３ま ０００やの減額で、地方   

債の利子が ５５やま ０００やと一時債入金の利子が２００まやでございます。 

１１２ページの１２７予備やは ０００まやを計上をいたしてございます。

１１３ページから１１４ページにつきましては、債務負担行為の支出予定額なやに関

するま書でございます。

それから、１１５ページにつきましては、地方債の現在高の見込みに関するま書でご

ざいます。令和４年度まの見込みは１２やや ５０８ま ０００やとなってございます。 

１１６ページから１２２ページまでは、給与や明細書となってございます。

最後、１２３ページは、別添資料として地方債の内訳を添付してございます。
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続きまして、予算の説明資料でございます。予算の概要１やページの次に、改めて１

ページからページを付してございます。１ページ、タブレットにつきましては、１９ペ

ージになります。令和３年度の会計別当初予算額の状況で、前年度と比較したものでご

ざいます。

それから、２ページから６ページ、タブレットにつきましては、２０ページから２４

ページでございます。歳入歳出予算の状況について、前年度対比したものを記載をいた

してございます。

やページ、タブレット２５ページは、住民１人当たりの歳入歳出額の内訳でございま

す。

８ページ、タブレットは２６ページでございます。予算の分析表でございます。経常

収支比率につきましては、９⒍９％でございます。

９ページ、タブレットは２やページ、普通会計の基金の状況を掲載をいたしてござい

ます。

１０ページから１２ページ、タブレットにつきましては、２８ページから３０ページ

です。町税の状況で、予算の積算内訳を記載をいたしてございます。

１３ページから１５ページ、タブレットにつきましては、３１ページから３３ページ

でございます。地方譲与税、県税の各交付金、地方交付税やの概要の説明でございます。

１６ページから３１ページ、タブレットにつきましては、３４ページから４９ページ

でございます。歳入予算の国、県の支出金の説明一覧表となってございます。

３２ページから１１２ページ、タブレットにつきましては、５０ページから１３０ペ

ージになります。歳出予算の目的事業別対比及び財源内訳で、事務事業ごとの説明や財

源の内訳を記載をさせていただいております。なお、新規事業につきましては、事業の

頭に括弧書きで（新）という記載をしております。

続いて、１１３ページから１１４ページ、タブレットにつきましては、１３１ページ

から１３２ページでございます。引上げ分の地方消や税交付金の充当一覧表となってご

ざいます。

１１５ページから１１やページ、タブレットにつきましては、１３３ページから１３

５ページでございます。財産に関するま書でございます。

１１８ページから１２１ページ、タブレットにつきましては、１３６ページから１３

９ページは、区要望事業の取りまとめ表でございます。

以上が詳細説明でございますが、少し歳出関係の新規事業につきまして、説明資料の

ほうで御説明というか、新規事業のほうを申し上げます。説明資料の３２ページからが

歳出事業の内訳を掲載をいたしております。

まず、３４ページになります。中ほやにあります、事業の頭に括弧書きで（新）と書

いております。行政手続オンライン化システム改修事業、これは新規計上ということで

ございます。それから、その下の神戸大学医学研究科科科科８科先端医療技術開発寄附
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金事業でございます。

続いて、３やページでございます。一番最初のところの公共施設や総合管理計画更新

事務事業でございます。

続いて、次のページの３８ページをお開きください。上から２つ目の地域公共交通施

設環境ま備支援事業でございます。それから、その下の地域公共交通計画策定事業でご

ざいます。

続いて、次のページの３９ページ、下から２つ目のコミュニティ助成事業でございま

す。

少し飛びまして、４１ページの一番下になります。地域おこし協力隊の募集事業でご

ざいます。

続きまして、次のページの４２ページでございます。上から３段目の地方創生推進交

付金事業でございます。次の粟賀小学校の跡地ま備事業でございます。それから、その

下の地域再生協働員事業でございます。そして、一番下にあります地域自治協議会設置

運営事業でございます。

続きまして、次のページの一番上になります。神河将来ビジョン策定事業でございま

す。

続いて、少しページをめくっていただきまして、４６ページになります。参議院議員

通常選挙事業でございます。そして、県議会議員選挙事業でございます。そして、町議

会議員選挙事業でございます。

続いて、次のページの４やページになります。下から３つ目の就業構造基本ま査事業

でございます。そして、その下の住宅・土地統計ま査単位区設定事業でございます。統

計関係の事業でございます。

続いて、２ページほやめくっていただきまして、４９ページになります。中ほやにご

ざいます民生委員の推薦会事業でございます。

そして、ページを少しめくっていただきまして、６２ページのほうになります。上か

ら２つ目の保育対策総合支援事業でございます。その下の保育士や処遇改善円時特例交

付金事業でございます。

ページをめくっていただきまして、６やページになります。上から２番目の新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制円保事業でございます。一番下のがん患者支援事業でござ

います。

次のページの６８ページの一番上でございます。感染症対策ざ原定性検査支援事業で

ございます。

ずっとページをめくっていただきまして、ややページのほうになります。一番下です

が、農業経営スマート化促進事業でございます。

ページをめくっていただいて、８２ページになります。真ん中の森林環境譲与税基金

積立金事業でございます。
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続いて、８３ページ、次のページの一番上になります、地域おこし協力隊事業（林業

活性化）でございます。その下の地域おこし協力隊事業（林業活性化分）ということで

同じ名称になりますが、２件上がってございます。

続いて、８４ページでございます。商工業者振興・出産応援商品券事業でございます。

ページをめくっていただきまして、８やページでございます。指定管理者や事業継続

再開支援事業でございます。一番下になります、観光施設や環境ま備・活性化支援事業

でございます。

続いて、ずっとページをめくっていただきまして、９３ページになります。一番上の

三世代同居対応改修工事推進事業でございます。

めくっていただきまして、９やページでございます。上から２つ目になります、学校

施設感染症予防対策事業でございます。

めくっていただきまして、１００ページでございます。下から２番目のひょうごがん

ばり学びタイム事業でございます。

次のページ、１０１ページの下から３番目、幼稚園施設ま備事業でございます。

ずっとめくっていただきまして、１０４ページになります。中ほやになります、二十

歳の集い事業でございます。

めくっていただきまして、１０やページになります。一番下でございます、社会体育

施設感染症予防対策事業でございます。

めくっていただきまして、１１１ページでございます。上から２番目になります、学

校給食施設感染症拡大防止環境ま備事業でございます。

以上が新規に計上した事業でございますので、御参考にまた見ていただきたいという

ふうに思います。

以上をもちまして、私のほうの詳細説明につきましては終わらせていただきます。よ

ろしく御審議をお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 御苦労さまでした。

以上で町長の所信表明と第３０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３１号議案、令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本予算は、小児に対する療育事業や福祉介護スタッフ研修支援事業やを、神崎郡３町

で共同運営している事業の会計予算です。

予算内容は、歳入では、市川町及び福崎町からの事業負担や、神河町一般会計からの

繰入金、受託及び事業収入、利用者負担金を計上いたします。

歳出では、１０名分の人件やと事業運営経や及び施設維持管理やなやの経常経やを計
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上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８０５ま ０００やとするものござい 

ます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課○兼施設課○（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。事項別明

細書で説明させていただきますので、タブレットでやページ、ペーパーで６ページをお

願いいたします。

まず、歳入です。第１７負担金のケアステーション負担金は、市川町、福崎町の負担

分でございまして、２町で ４６８ま ０００やでございます。第２７民生や県補助金 

は、科目設定の ０００や。第３７一般会計繰入金は、神河町の負担分９９３ま ００ 

０や。第４７繰越金は、前年度繰越金としてや５２ま ０００やを見込んでおります。

第５７１目や害児通園事業収入 ０８３ま ０００やは児４福祉法に基づく報酬分でご 

ざいまして、利用児４数を年間延べざ ４００人と見込んでおります。２目や害児相談

支援事業収入は、１１０人のサービス利用計画の作成やで３３やま ０００やとしてお

ります。第２項受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託分で５４ま ０００や。

第３項利用者負担金は、や害児通園事業の利用者の１割負担分で８６ま ０００や。３

歳児から５歳児の負担はございません。第４項雑入につきましては、行事参加や、検診

助成金、インフルエンザ予防接種の助成金と町有自動車損害保険受入金で２９まやでご

ざいます。

次に、歳出です。タブレットで９ページ、ペーパーで８ページ以降を御覧いただきま

す。第１７業務やで、正規職員４名、会計年度任用職員６名の人件や、報酬、給料、職

員手当や、共済や、員やの会計年度任用職員や用２償やで、合計 ８６９ま ０００や。 

１０節需用やで、消耗品や１０５まや、燃料やや２まや、光熱水や１４０まやなや、合

わせて３８やまやの計上でございます。１２節委託料、清３維持管理委託料５９ま ０

００や、エレベーター保守点検委託料４５まやなやで、１５３ま ０００や。１３節使

用料及び賃債料、土地の債上料２５まやなやでや２まや。１や節備品購入や、療育部委

の床に２き詰めるマットやの購入を計画し、４２まや。そのほか合わせまして、業務や

合計で ６２０ま ０００やの計上でございます。第２７公債やは、利子分としての科 

目設定 ０００や。第３７予備やは１８４ま ０００や計上いたしております。 

９ページ以降は給与や明細書を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３２号議案、令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、提
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出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、国民健康保険税２や ５０９ま ０００や、 

県支出金１０や や０９ま ０００や、繰入金 ２３３ま ０００やなやを計上してお   

ります。

歳出では、総務や ４５３ま ０００や、保険給付や１０や ２８３ま ０００や、   

国民健康保険事業や納付金３や ０５９ま ０００や、保健事業や ８３０まやなやを  

計上しております。これらによりまして、歳入歳出合計額は１３や ６３６ま ０００ 

や、前年度比⒋９％増となっております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課○（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。詳細説明に入る前に、

先ほや町長が説明をいたしました中で、保健事業やが ８３０まやというふうに申し上

げましたけや、９８３まの誤りでございます。大変申し訳ございませんでした。訂正を

お願いいたします。

それでは、詳細説明をさせていただきます。まず、予算編成の考え方といたしまして、

保険給付やにつきましては、市、町とともに保険者である県により普通交付金としてそ

のほぼ同額が措置をされるわけでございまして、仮に年度途中にこの医療やが増加して

も町の国保財政に直接の影響はございません。一方で、国保加入者に負担をしていただ

く保険税の税率算定の基礎となるのは、県から町へ４課される事業や納付金となります。

予算書のペーパー６ページ、タブレットは８ページになりますが、歳出の総括表を御

覧ください。この表の３７国民健康保険事業や納付金、これが先ほや申し上げておりま

す事業や納付金のことですが、これが前年度との比較で ６２０まや、率にして ⒌５％

の増となっております。この事業や納付金は、県全体の保険給付ややについて国や県の

補助で賄われない部分を、県内各市町の被保険者数や所得状況に応じて県が算出するも

のでございます。これが保険税に影響してくることになりますが、これに対応するため

に、被保険者の所得状況や人数にもよりますが、税率の改正について検討を行う必要が

あると考えております。今後も近隣市町の動向や医療やの推移を注視していきたいとい

うふうに考えております。

それでは、予算事項別明細書で説明をさせていただきます。ペーパーはやページ、タ

ブレット９ページを御覧ください。歳入でございます。１７国民健康保険税は、１目一
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般被保険者分が現年課税分と滞納繰越分を合わせて２や ４８８ま ０００や。２目退 

職被保険者分は滞納繰越分のみで２１ま ０００や。国民健康保険税総額として２や 

５０９ま ０００やを計上しております。続いて、２７１項１目徴税手数料は６ま ０ 

００やで、保険税の督促手数料です。３７１項１目災害円時特例補助金につきましては、

大規模災害で被災された国保の被保険者へ医療や補助を行うためのもので科目設定でご

ざいます。４７１項１目保険給付やや交付金ですが、普通交付金については町が保険給

付に要するや用から精神結核医療付加金及びレセプト電算処理手数料を除いたものが全

額交付となりまして、１０や ０６２ま ０００や。特別交付金につきましては、町で 

実施する特定健診やの実施率や医療や適正化を目的とした保健事業の経やに対しまして

補助が得られるものになります。額については県から通知のあった額となり、 ６４や

ま ０００やを計上しております。４７２項１目財政安定化基金交付金につきましては、

町が国民健康保険事業や納付金を納めるに当たり、国保税徴収に不足が生じた場合やに

県から貸付けを受けるものでありまして、科目設定をしております。

ペーパー８ページ、タブレットは１０ページをお願いします。５７１項１目利子及び

配当金は、財政まま基金の利子分で１８ま ０００やです。６７１項１目一般会計繰入

金は ２３３ま ０００やで、内訳は保険基盤安定繰入金が ０５０まや、内訳は説明  

欄に記載のとおり、保険税軽減分 １や２ま ０００やと保険者支援分 ８ややま ０   

００やです。保険税軽減分は、法定軽減による保険税減額分を一般会計から補填するも

のです。負担は、県が４分の３、町が４分の１の負担です。また、保険者支援分につい

ては、保険税現年度分の１人当たりのま定額に法定軽減の該当者数を乗じた額を一般会

計から繰り入れるもので、負担は国が４分の２、県が４分の１、町４分の１となってお

ります。この保険基盤安定繰入金は県が算出した額となります。職員給与ややは ５３

２ま ０００や。出産育児一時金分は歳出予算額の３分の２相当で１９６まや。財政安

定化支援事業分は県が算出した４５４ま ０００やを計上しております。や７１項１目

繰越金は、令和３年度からの繰越金で科目設定です。８７１項１目延滞金は国保税の延

滞金で、一般被保険者分は３年度の実績から８やま ０００や、退職被保険者分は科目

設定です。２項１目第三者納付金は、被保険者の交通事故やの医療やを国保会計で立て

替えた場合の返還分として科目設定です。

ペーパー９ページ、タブレット１１ページをお願いいたします。２目返納金は、無資

格者の不当利得返納分として科目設定です。３目雑入は、特定健診の受診者１人 ００

０や０けるのや０人分の個人負担金や０まやと、雑入の科目設定と合わせてや０ま ０

００やです。以上、歳入合計は１３や ６３６ま ０００やでございます。 

続きまして、ペーパー１０ページ、タブレット１２ページをお願いいたします。歳出

になります。まず、１７１項１目一般管理やですが、一般職員２名分の人件やや、保険

給付事務に必要な経や ２４やま ０００やを計上しております。 

ペーパー１１ページ、タブレット１３ページをお願いします。２項１目４課徴収やは、
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税の４課徴収に必要な経や１９９ま ０００やです。３項１目運営協議会やは、国保運

営協議会の必要経ややま ０００やを計上しております。次に、２７保険給付やですが、

県が提示した金額を計上しております。保険給付に係るや用は県からの交付金で賄うこ

とになっておりまして、県は町の医療や水準や医療やの動向から提示額を算定しており

ます。１項１目一般被保険者療養給付や８や １８１ま ０００や、２目退職被保険者 

や療養給付や１０まや、３目一般被保険者療養や６や５ま ０００や、４目退職被保険

者や療養や５まや、５目審査支５手数料２３３ま ０００や。その内訳は説明欄に記載

のとおりでございます。

ペーパー１２ページ、タブレット１４ページをお願いします。２項１目一般被保険者

高額療養や１や ５２１ま ０００や、２目退職被保険者や高額療養や５まや、３目一 

般被保険者高額介護合算療養や３０まや、４目退職被保険者や高額介護合算療養や５ま

や。３項１目一般被保険者移送やについては５まや、２目の退職被保険者や移送やは科

目設定です。４項１目出産育児一時金、支５い業務手数料 ０００や、それから出産育

児一時金４２まや０けるのや名分で２９４まやです。

ペーパー１３ページ、タブレット１５ページをお願いいたします。５項１目葬祭給付

やについては１００まやで、これは５まや０けるの２０件分です。６項１目精神結核医

療付加金については、自立支援医療に係る外来医療の個人負担１０％分と、結核医療に

係る個人負担５％分を国民健康保険から助成するもので、過去４年間の精神結核医療付

加金の伸びに応じた額といたしまして１２やま ０００やを計上しております。や項１

目傷病手当金は、新型コロナ感染症対策として９０まや。続いて、３７国民健康保険事

業や納付金は、冒頭にも申し上げましたように、県において算出をされておりますが、

医療給付や分、後期高齢者支援金や分、介護納付金分とに分けられております。１項医

療給付や分は、１目一般被保険者分が２や ５２やま ０００や、２目退職被保険者分 

が４ま ０００や。２項後期高齢者支援金や分は、１目一般被保険者分 ２９１ま ０  

００や、２目退職被保険者分３ま ０００や。

ペーパー１４ページ、タブレット１６ページをお願いします。３項１目介護納付金分

は ２３２まや、続いて、４７１項１目特定健康診査や事業やは５６１ま ０００やで、 

４０歳以上や５歳未満の被保険者を対象にメタボリックシンドロームの予防改善を主眼

とした特定健診、特定保健指導に要するや用です。２項１目保健事業趣旨普及や４２１

ま ０００やは、無受診家庭への記念品代や、制度の啓発に係るパンフレットやのや用、

人間ドックや脳検査や用やの経や並びに特定健診未受診者対策事業の経やでございます。

ペーパー１５ページ、タブレット１やページをお願いします。５７１項１目財政まま

基金積立金は１８ま ０００や、６７１項１目国民健康保険税還付金は２００まや、２

目県支出金返納金として ０００や。説明欄に記載の項目の科目設定となります。保険

給付やや交付金償還金は、第三者納付分を含んで ０００やです。２項１目一般会計繰

出金は、特定健診、特定保健指導の実施に係る経やに充てるための繰出金です。健康福
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祉課で実施する健康相談事業、健康づくりポイント事業やが県の特別まま交付金の交付

対象として措置されます。１３８ま ０００やを計上しております。や７予備やにつき

ましては、５００まやを計上しております。以上、歳出合計で１３や ６３６ま ００ 

０やであります。

ペーパー１６ページ以降、タブレットは１８ページ以降に、給与や明細を添付してお

ります。

以上、令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計の詳細説明とさせていただきます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３３号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料１や や５５まや、繰

入金 ０５５ま ０００やなやを計上しております。 

歳出では、総務やや６２ま ０００や、後期高齢者医療広域連合納付金１や ０４や 

ま ０００やなやを計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１や ８２１ま ０００やとするもので、前年度対比  ⒍４％の増額でご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課○（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細を説明させていただきま

す。予算事項別明細書、ペーパー６ページ、タブレットやページを御覧ください。

まず、歳入です。１７後期高齢者医療保険料は、広域連合より提示された４課総額の

見込額から軽減分を差し引いた額に、特別徴収及び普通徴収それぞれに収納率と割合を

０けております。収納率は、特別徴収が１００％、普通徴収が令和２年度の実績から９

⒐０６％。割合は、特別徴収がざ８０％、普通徴収がざ２０％でございます。普通徴収

の過年度分は、令和３年度滞納見込額に収納率を０けております。以上で、保険料の合

計は１や や５５まやです。２７使用料及び手数料は科目設定です。３７繰入金は一般

会計からの繰入金で、人件やと事務やでや６２ま ０００や。保険基盤安定繰入金は、

広域連合から提示の ２９２ま ０００やです。４７１項１目延滞金は科目設定です。 

同じく２項１目雑入は科目設定です。同じく３項１目保険料還付金は、令和２年度実績
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から１０まや。２目還付加算金は１まやを計上しております。５７繰越金は、前年度繰

越金として科目設定をしております。以上、歳入合計１や ８２１ま ０００やです。 

続いて、歳出、ペーパーやページ、タブレット８ページをお願いいたします。１７１

項１目一般管理やでは、職員１名の人件やと事務経やでや６２ま ０００やです。２７

後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合からの提示額でありまして、内訳は説明欄

の保険料や負担金１や や５５ま ０００や、保険基盤安定制度負担金 ２９２ま ０   

００や、合計１や ０４やま ０００やであります。３７１項１目保険料還付金は、令 

和２年度実績から１０まや。

ペーパー８ページ、タブレット９ページをお願いします。還付加算金１まやを計上し

ています。以上、歳出合計が１や ８２１ま ０００やでございます。 

ペーパー９ページ以降、タブレット１０ページ以降には給与や明細を添付しておりま

す。

以上、内容説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３４号議案、令和４年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。本議案は、令和４年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、介護保険料２や １３５まや、分担金及び負

担金 ５１やま ０００や、国庫支出金３や ４００ま ０００や、支５基金交付金３   

や ６０５ま ０００や、県支出金２や９８４まや、繰入金２や や０１ま ０００や   

なやを計上しております。

歳出では、事務やに係る総務やは ５４９ま ０００や、介護サービスやに係る保険 

給付やは１３や １１４ま ０００や、地域支援事業やは １６４ま ０００やなやを   

計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５

や９５２ま ０００やとするもので、対前年度比 や％の増額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第３４号議案の詳細

について御説明を申し上げます。介護保険制度は、高齢者やが介護が必要になっても安

心して住み慣れた地域で暮らし続けることを目指すとともに、いつまでも自立した生活

が送れるよう社会全体で支え合う制度であります。本会計の大半を占める介護サービス
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給付やの基本的な財源内訳は、介護保険料として６５歳以上の第１号被保険者の負担割

合は２３％、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の負担割合は２や％であり、第１

号及び第２号被保険者の合計負担割合は５０％で、まりの５０％は公やで賄われます。

その公やの負担割合は、在宅サービスの場合、国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５

％です。施設サービスの場合は、国が２０％、県が１⒎５％、町が１⒉５％となります。

介護保険料につきましては、令和３年度から令和５年度までの３か年の基準保険料は月

額 ９００やとなっており、県下４１市町中、安いほうから２０番目と、ちょうや真ん

中となっております。

それでは、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきますので、予算書９ペー

ジ、タブレットでは１０ページを御覧いただきたいと思います。まず、歳入でございま

す。１７１項１目１節第１号被保険者介護保険料、現年度分２や １００まやについて

は、６５歳以上の年間平均第１号被保険者数 ０６０名分の保険料でありまして、前年

度当初予算額に対し９％増額しております。２節滞納繰越分として３５まやを計上し

ております。２７分担金及び負担金 ５１やま ０００や、神崎郡介護認定審査会共同 

設置負担金で、市川町が６８３ま ０００や、福崎町が８３３ま ０００やの負担金で 

ございます。３７使用料及び手数料２まや、督促手数料でございます。４７１項１目介

護給付や負担金２や ２０やま ０００やは、介護サービス給付やのうち居宅サービス 

や用と審査支５手数料の合計額に対する２０％と、施設サービスや用額に対する１５％

を合わせた２や ２０やま ０００やと、過年度分 ０００やの合計額を計上していま  

す。２項１目まま交付金は、本来、介護サービス給付やの５％で計算されますが、高齢

化率、被保険者の所得水準やで変動いたします。本町は、高齢化率が高く、やや所得水

準が低いため、令和４年度は６％で計算し、 １３２ま ０００やを計上しています。 

また、総合事業まま交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で、第

１号被保険者の年齢階続別の分布状況や所得の分布状況により算定交付されるもので、

１４３ま ０００やを計上しています。なお、特別まま交付金は、災害や新型コロナや

の影響により保険料減免を行ったときに国から保険料補填がありますので、科目設定と

して ０００やを計上しており、合計 ２や６ま ０００やを計上しています。２目地  

域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業については、補助基準額 １６５

ま ０００やに対する補助金で、補助率２０％、８３３まやと、過年度分 ０００やを 

合わせた８３３ま ０００やを計上しています。

次のページをお願いします。３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合

事業以外については、補助基準額 ８８２ま ０００やに対する補助金で、補助率３  ⒏

５％、 ４９４ま ０００やと、過年度分 ０００やを合わせた ４９４ま ０００や    

を計上しています。４目保険者機能強化推進交付金については、自立支援・重度化防止

に向けた取組に対し交付されるもので、それぞれの評価指標の達成状況に応じて交付さ

れるもので、２や２ま ０００やを計上しています。５目事業や補助金については、法
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改正やでシステム改修が必要になったときに対する補助金で、 ０００やを科目設定し

ています。６目保険者努力支援交付金については、介護予防、健康づくりやに対する取

組を重点的に評価することにより交付されるもので、３１６ま ０００やを計上してい

ます。や目介護保険災害や円時特例補助金は、災害や新型コロナやにより保険料減免を

行ったときの保険料補填で、科目設定として ０００やを計上しております。なお、補

助率は１０分の６でございます。５７１項１目介護給付や交付金３や ４８１ま ００ 

０やは、介護給付やと審査支５手数料の合計額１３や １１４ま ０００やの２や％、 

３や ４８１まやと、過年度分 ０００やを計上しています。２目地域支援事業交付金 

１２４ま ０００やは、介護予防・日常生活支援総合事業の補助基準額の２や％、  

１２４ま ０００やと、過年度分 ０００やを計上しています。６７１項県負担金１や 

や０５まやは、介護サービス給付やのうち居宅サービスや用と審査支５手数料の合計

額やや ８９やま ０００やに対する１  ⒉５％と、施設サービスや用額５や ３１５ま

０００やに対する１ ⒎５％分を合わせた１や や０４ま ０００やと、過年度分 ０  

００やを計上しています。２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合

事業については、補助基準額に対する補助金で、補助率１⒉５％、５２０ま ０００や

と、過年度分 ０００やを合わせた５２０ま ０００やを計上しています。 

次のページをお願いします。２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合

事業以外については、補助基準額に対する補助金で補助率１⒐２５％、や４やま ００

０やと、過年度分 ０００やを合わせたや４やま ０００やを計上しています。３目サ 

ービス提供体制円保事業補助金１０まやは、介護施設で新型コロナウイルス感染症の陽

性者が発生した場合の消工や用やの補助金であります。４目訪問看護師・訪問介護員安

全円保・離職防止対策事業補助金１まやは、暴力行為やの安全円保のため、２人での訪

問が認められた場合の２人訪問加算の補助金で県３分の１、町３分の１、事業所３分の

１の負担割合です。や７財産収入１８ま ０００やは、介護給付や準備基金の４金利子

でございます。８７１項１目介護給付や繰入金１や ８８９ま ０００やは、介護給付 

やと審査支５手数料を合わせた１３や １１４ま ０００やの保険者負担率１  ⒉５％を

計上しています。２目一般会計繰入金、１節職員給与やや繰入金については、資格管理

やに係る職員の給与ややの繰入金 ６６５ま ０００やを計上しています。２節事務や 

繰入金については、郡介護認定審査会に係る神河町負担分や１やま ０００やと、その

事務やに係る繰入金６３１ま ０００やを合わせた ３４９ま ０００やを計上してい  

ます。３節地域支援事業補助金、介護予防・日常生活支援総合事業については、補助基

準額に対する負担率１⒉５％、５２０ま ０００やと、過年度分 ０００やを合わせた 

５２０ま ０００やを計上しています。４節地域支援事業交付金、介護予防・日常生活

支援総合事業以外については、補助基準額に対する負担率１⒐２５％と、補助対象オー

バー分１９まやを合わせたや６６ま ０００やと、過年度分 ０００やを合わせたや６ 

６ま ０００やを計上しています。５節現年度介護保険料軽減負担金繰入金として、国

－１０６－



庫負担金５４９ま ０００や、県負担金２や４ま ０００や、町負担分２や４ま ００  

０やを合わせた ０９８ま ０００やを計上しています。対象者の人数は ０８９人を  

想定しています。

次のページをお願いします。８７２項１目介護基金繰入金 ４１１ま ０００やにつ 

いては、介護保険料の上昇を抑えるため準備基金を取り崩すものでございます。９７繰

越金や８ま ０００やは、介護認定審査会に係るもので、令和３年度決算による繰越見

込額を計上しています。１０７１項１目第１節第１号被保険者延滞金及び２目過料につ

いては、 ０００やずつ科目設定しています。１０７２項１目第１節返納金は、 ００ 

０やを科目設定しております。２節雑入としては、介護予防ケアプラン作成料５００ま

やは、地域包括支援センターが要支援１、２の認定者に対し、介護予防支援または第１

号介護予防支援を行った場合、介護報酬として町が受領するものでございます。なお、

１件 ３８０やでございます。次に、訪問ま査受託事業収入は、１１地の市町からの当

町の特別養護老人ホーム入所者やへの訪問ま査やとして ０００やを計上しております。

また、成年後見制度申立てや用負担金として、 ０００やを科目設定しております。一

般介護予防事業参加負担金は、１人当たり５００やの参加やで１８０人分、９まやの、

合計５０９ま ０００やを計上しております。２目第三者納付金として ０００やを科 

目設定しております。

次のページをお願いします。続きまして、歳出でございます。１７１項１目資格業務

管理や ５５３まやは、資格業務やに携わる職員２名分の人件や ３９９ま ０００や  

及び事務やや１５３ま ０００やを計上しています。２目サービス業務管理や ３０９ 

ま ０００やは、介護保険サービス業務に携わる職員２名分の人件や、認定ま査を行う

会計年度任用職員２名の人件やとして ２５９ま ０００や及び事務やや５０ま ００  

０やを計上しています。

次のページをお願いします。３目連合会負担金１０ま ０００やは、国保連合会負担

金やを計上しています。２項１目４課徴収や５０ま ０００やは、介護保険料の４課徴

収に係る経やで、郵便料や事務やを計上しています。

次のページをお願いします。３項１目介護認定審査会や ２８８ま ０００やは、神 

崎郡３町が共同で行っています介護認定審査会に係る経やで、審査会委員１５名の報酬、

や用２償、保険料８１５ま ０００やと、審査会業務に携わる会計年度任用職員２名の

人件や６５３ま ０００や及びコンピューター保守や用や１や０ま ０００やを計上、 

郡認定審査会職員給与や繰出金については、認定審査会に係る一般事務職員の人件やと

光熱やを合わせた４や５ま ０００やを一般会計に繰り出しております。その他、事務

やや１や４ま ０００やを計上しています。４項１目認定ま査やや３２９ま ０００や 

は、被保険者の認定ま査に関わる経やで、主治医の意見書料が主なものでございます。

次のページをお願いします。５項１目運営協議会ややま ０００やは、介護保険事業

運営協議会に係る委員謝礼が主な経やでございます。２７１項１目介護サービス給付や
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や諸やについて説明いたします。当初予算額については、令和３年度決算見込みを基本

に計上しております。予算額総額１３や ０１６ま ０００や、前年度当初予算やで  

６％の減で、居宅介護サービス給付ややでやや や１０ま ０００や、施設介護サービ 

スやで５や ３０６まやを計上しています。

次のページをお願いします。２項１目審査支５手数料９８ま ０００やは、介護給付

や支５いに係る国民健康保険団体連合会へ審査支５手数料を支５うものであります。３

７１項１目介護予防・生活支援サービス事業や ６８０ま ０００やについては、１２ 

節委託料１１０まやについては公立神崎総合病院に委託する短期集中通所型サービスＣ

の委託料であります。１８節負担金、補助及び交付金の ５や０ま ０００やについて 

は、令和３年度決算見込みを参考に計上しております。要支援１、２及びチェックリス

トによる事業対象者の方が利用される訪問介護相当サービスやは６６２ま ０００やを、

通所介護相当サービスやでは ８９８ま ０００やを計上しています。２目介護予防ケ 

アマネジメント事業や１８４ま ０００やについては、要支援１、２の方が利用される

訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス利用に係るケアプランの作成料で、

地域包括支援センター及び委託した居宅介護支援事業所に支５うものであります。２項

１目一般介護予防事業や ５や３ま ０００やについては、介護予防事業で要介護状態 

やになるおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護になる

ことを防ぐことを目的として実施する事業でございます。内容としては、地区巡回での

フレイル、虚弱予防教室、こつこつ貯筋教室、元気づくりサポーター養成講座とステッ

プアップ講座、認知症予防教室、自主体操グループ支援事業、地域リハビリテーション

活動支援事業を行う経や３０１ま ０００やと、令和４年度新たに現在取り組んでいる

一般介護予防事業を専門機関に分析、評価をしてもらい、今後の事業展開に結びつける

ための評価事業を行う経や２６６ま ０００やと、保健師１名分の人件や８３やま ０ 

００ややを計上しています。また、昨年度から高齢者の生きがい、居場所づくりとして

活動されていますゆめ花館への補助金として３６ま ０００やと、各地域で介護予防の

効果のある自主体操の場をボランティアの皆さんに取り組んでいただいております。そ

の活動に対しポイントを付与し、ポイントがたまれば備品や運営やの足しとなる地域介

護予防活動支援金として６２まやを計上しています。

次のページをお願いします。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業や ２２

９まやについては、地域包括支援センターの運営、福祉相談なやや介護予防計画の作成、

または介護予防ケアマネジメント作成及びそれに係る事業でございまして、保健師１名、

社会福祉士１名、ケアマネジャー１名の人件や、 １９３ま ０００やと、事務や３５ 

ま ０００やを計上しています。

次のページをお願いします。２目認知症高齢者見守り事業や２４やま ０００やにつ

いては、タッチパネル健診を継続して行い、軽度認知や害の疑いのある方に対し、ナー

スボランティアや音楽療法士により週１回、２会場で介護予防教室、ほがらか教室を開
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催しています。また、いきいき倶楽部を月２回、２会場で開催する経やとして予算計上

をしています。３目権利を護事業や１２２ま ０００やは、認知症なやで判断能力が不

十分な方の財産や権利を保護し支援する制度で、申立てを行える親族がおられない場合、

市町が行うことになります。その経やとして地域見守り支え合いネットワーク会議開催

に係る経ややも計上しています。

次のページをお願いします。４目住宅改修支援事業や１まやについては、居宅介護支

援の作成を依頼していない被保険者が住宅改修のみを行う場合、その理由書作成１件に

つき ０００やを支５うものでございます。５目在宅医療・介護連携推進事業や３９や

まやについては、医療と介護を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスの一体

的な提供に向けて、関係者の連携を推進することを目的に協議を重ねるための委員会の

委員に対する謝金やを計上しております。また、在宅医療・介護連携支援センター委託

料３００まやについては、公立神崎総合病院を拠点として、神崎郡３町が神崎郡医師会

に運営を委託し、関係機関が連携し、他職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供

できる体制を構築するため、郡内３町の地域包括支援センターと医師会とが緊密に連携

しながら、地域の医療と介護の連携体制の構築を支援するためのや用でございます。６

目生活支援体制ま備事業や８１９まについては、生活支援コーディネーターや協議体の

設置やを通じて、多様なサービス提供主体を構成員とした生活支援協議体において、必

要な生活支援、介護予防の創出や、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、

０来から地域福祉に取り組んでいる町社会福祉協議会に委託し、実施をしております。

や目認知症初期集中支援推進事業や８４１ま ０００やについては、認知症になっても

本人の意思が尊厳され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることがで

きるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置し、

早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築することを目的に実施しています。その会

議に係る出役委託料１６ま ０００やと、認知症対策に携わる保健師１名分の人件や８

１５ま ０００ややを計上しております。８目地域ケア会議推進事業や６０まやについ

ては、在宅生活における様々な困り事やを拾い上げることが重要となります。その困り

事を地域ケア会議で医療・保健・福祉関係者が協議することにより、解決に導くための

委員謝金と公立神崎総合病院の理学療法士、作業療法士の会議への出役に係るや用を計

上しています。

次のページを御覧ください。３７４項１目審査支５手数料やま ０００やについては、

介護予防・日常生活支援事業に係る国民健康保険団体連合会への支５い手数料でござい

ます。１件５４やでございます。４７財政安定化基金拠出金は、県下の自治体の介護保

険会計が赤字になったときに、県に拠出した基金を基に貸付けを行うためのもので、現

在は介護保険準備基金が定額積立てであるため、科目設定のみしております。５７１項

介護給付や準備基金積立金１８ま ０００やについては、令和３年度会計において保有
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している準備基金ざ１や ８１やま ０００やに係る利息を基金に積み立てるものでご 

ざいます。６７１項諸支出金は、介護保険料の還付金と還付加算金で３０まやと、国・

県負担金や償還金 ０００やを計上しております。２項繰出金は５県金や ０００やを 

計上しています。

次のページをお願いします。や７１項１目予備やや４ま ０００やについては、内訳

として神崎郡介護認定審査会分２４ま ０００やと介護保険特別会計分５０まやを計上

しています。

次のページ以降に給与や明細書を添付しております。御覧いただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３４号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時４０分といたします。

午後２時２５分休憩

午後２時４０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、第３５号議案、令和４年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、土地売５い収入 ５ややまや、雑入４５０ま

や、繰越金 ８９２ま ０００や。 

歳出では、土地開発会計に係る事務経や４やま ０００や、歳桜たうん分譲地管理経

や５０ま ０００や、カクレ畑多自然居住推進事業や や９３ま ０００やなやを計上  

しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ ９１

９ま ０００やとするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課の真弓でございます。

それでは、詳細について御説明申し上げます。

本会計につきましては、町の健全な発展と秩序あるま備を促進するため、必要な土地

の先行取得を行うことなや、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序あ

るま備や公共の福祉の増進に資することを目的として設置されるものでございます。
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それでは、事項別明細書の４ページを御覧ください。タブレット６ページとなります。

まず、歳入でございます。１７財産収入、１項１目土地売５い収入としまして ５や

やまやを見込んでおります。内訳としまして、歳桜たうんにおける定期債地権から購入

となった場合の売５い収入分を想定した科目設定分と、カクレ畑ログハウス村用地の売

５い収入 ５や６ま ０００やとしております。このカクレ畑の内訳としましては、分 

譲地の売５い収入 ５４１まや、クラインガルテン賃貸分の土地代の分割５い３５ま 

０００やでございます。

次に、２７諸収入、１項１目雑入で、カクレ畑入居者負担分としまして、分譲地の水

道負担金４５０まやを計上しております。これもカクレ畑用地の売５い収入とともに入

ってくるものです。

次に、３７繰越金、繰越金は、前年度繰越金として ８９２ま ０００やを計上して 

おります。

次のページ、５ページを御覧ください。タブレットのやページになります。１７土木

や、１項１目宅地開発事業やとしまして、事務的経やで４やま ０００やを計上してお

ります。

２目寺前宅地造成事業やは、歳桜たうんにおけます造成地の修繕やとして５０まや、

それと、繰出金として定期債地権の契ざ地を購入された場合の一般会計繰出金として科

目設定をいたしております。合わせて５０ま ０００やとしております。

３目カクレ畑多自然居住推進事業やは、や節報償やで分譲地購入者紹介報万金として

４区画分の４０まや、１２節委託料で分譲業務の委託料として ２９１ま ０００や、 

補償、補填及び補償金で４６２ま ０００やを大川原区と大川原区１組への土地代金支

５い分として、合計 や９３ま ０００やを計上しております。 

以上、土木や合計で ８９０ま ０００やとしております。 

２７予備やは ０２８ま ０００やで、カクレ畑や多自然居住推進事業の分譲地売５ 

い収入及び賃貸料の町配分額と、前年度分の宅地開発事業の繰越分やを予備やとして計

上いたしております。

以上、歳入歳出それぞれ ９１９ま ０００やとするものでございます。 

以上、詳細説明といたします。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３６号議案、令和４年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計は、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でございまして、神崎

郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、在宅の寝たきり高齢者やに
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対し、安心して家庭療養が維持できるようサービスを行うことを目的とする会計でござ

います。

歳入では、事業収入１や ８４６ま ０００や、前年度繰越金 ４５０まやを見込み、  

歳出では人件や１８名分と訪問看護委託料、業務管理や用やで１や ３６９ま ０００ 

やを計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１や ４０８ま ０００やとするものでございます。 

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課○兼施設課○（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

事項別明細書で説明をさせていただきますので、タブレットでやページ、紙ベースでは

６ページをお願いいたします。

まず、歳入です。第１７事業収入の１節医療保険収入で、年間延べ ０００回を見込

み、 ０２６ま ０００や、２節介護保険収入では、訪問看護のサービス事業収入で年 

間延べ１ま ０００回を見込み、 ２５８ま ０００やと、ケアプランを作成する居宅  

介護支援事業収入として５６１ま ０００やを見込んでおります。

第２７民生や県補助金は、科目設定の ０００や。

第３７利子及び配当金は、財政まま基金利子の ０００や。

第４７財政まま基金繰入金は、科目設定の ０００や。

第５７繰越金は、前年度繰越金として ４５０まやを見込んでおります。

第６７受託事業収入は、介護予防受託収入として、介護予防のケアプラン作成受託な

やで４８ま ０００やでございます。

第６７雑入は、町有自動車損害保険受入金なや６２ま ０００やでございます。

次に、歳出です。タブレットでは９ページ、ペーパーでは８ページ以降を御覧いただ

きます。第１７業務やで、正規職員９名、会計年度任用職員９名の人件や、報酬、給料、

職員手当や、共済や、員やの会計年度任用職員や用２償やで合計 ８２３ま ０００や。 

１０節需用やで、消耗品や１３０まや、燃料や１６８まや、修繕料、公用車の車検代や

台分やで１６０まやなや、合わせて４９やまやの計上でございます。１２節委託料、訪

問看護委託料３６０まやなやで、３９１ま ０００や、１３節使用料及び賃債料、問ニ

ホームリース料１１やま ０００やなやで、１５４ま ０００や、１や節備品購入や、 

公用車購入、軽自動車１台１４０まやなやで、合計で１９０まやの計上でございます。

１８節負担金、補助及び交付金、訪問看護研修会の負担金やで３６ま ０００や、２１

節補償、補填及び補償金、町の補償責任において支５う治療やや補償やや示談金で５０

まや、そのほか合わせまして業務や合計で１や ３６９ま ０００やの計上でございま 
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す。

第２７利子３まやは、一時債入金の利子でございます。

第３７財政まま基金積立金は、５０ま ０００やでございます。

第４７病院事業会計繰出金は、病院事業会計へ建物の使用料として繰り出すもので、

２５０まやを計上いたします。

第５７予備やで、 や３５ま ０００やでございます。 

９ページ以降は、給与や明細書を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３や号議案、令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３や号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、使用料及び手数料４ま ０００や、繰入

金 ５２６ま ０００やなやを計上しております。 

歳出では、産業廃棄物処理事業や ４３２ま ０００や、予備や１００まやを計上し 

ております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ５３２ま

０００やとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課○（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細説明をさせていただきま

す。

事項別明細書、ペーパー４ページ、タブレット６ページを御覧ください。歳入では、

１７使用料及び手数料で、町内住民から排出される小規模の瓦礫や搬入予定量３０トン

に ６５０やを乗じた４ま ０００や。 

２７財産収入は、財政まま基金利子見込額の１ま ０００や。

３７繰入金は、収支の差額 ５２６ま ０００やでございます。 

４７、５７は記載の内容の科目設定をしております。

以上、歳入合計で ５３２ま ０００やでございます。 

歳出、次のページをお願いいたします。１７産業廃棄物処理事業やで、必要事務経や

やを計上しております。主なものといたしまして、１２節委託料２０８ま ０００やで、

内訳は施設管理業務委託料９４まや、水質検査委託料５２ま ０００や、施設及びその
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周辺の除草作業に係る管理委託料２２まや、搬入予定量３０トンの押し土作業、重機回

送やで４０まやでございます。１４節工事請負やは、処分地の仕上げ工事に係る経やで、

令和４年度より３か年に分けて工事を行う予定です。初年度であります令和４年度は、

掘削、掘土、のり面ま形、排水路工なやを行う予定で １５５まやを計上しております。

２２節償還金、利子及び割引料は、これまでに事業者の方が購入されていた搬入券の未

使用分の返還に対応するため１０まやを見込んでおります。２６節公課やは、令和３年

度の使用料収入に対する消や税で１まやでございます。

２７予備やは、１００まやを計上しております。

以上で歳出合計が ５３２ま ０００やでございます。 

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３や号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３８号議案、令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。本議案は、令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金１６１ま ０００や、財産区

繰入金 ０００や、利子及び配当金１３０まや。

歳出では、事務やに係る一般管理やを３１ま ０００や、基金積立金を１３０ま ０ 

００や、地域振興やで集落への運営諸経や助成金を１３０まや計上しております。これ

らによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９１ま ０００やとするも

のでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和４年２月や日開催の寺前地区振興基金審議

会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３９号議案、令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第３９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金２３１ま ０００や、利子及

び配当金１４ま ０００や。

歳出では、事務やに係る一般管理やを３１ま ０００や、基金積立金を１４ま ００ 

０や、地域振興やで、長谷ふれあいマーケット運営や補助金と長谷漁協への補助に伴う

一般会計繰出金を２００ま ０００や計上しております。これらによりまして、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４６ま ０００やとするものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和４年２月１５日に書面決議により、長谷地

区振興基金審議会に御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第３９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４０号議案、令和４年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第４０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水場や、設備の日常運転管理や水質検査やの委託点検を

行い、適正な維持管理に努め、清浄かつ安全で安心な水道水の供給を行っております。

財務状況につきましては、令和３年度まの財積利益財余金を３や ６９６ま ０００ 

やと見込んでおり、令和４年度の純利益は４３５まやとなる見込みでございます。令和

４年度事業につきましては、給水戸数 ５２４戸、年間総給水量１８１ま６００立方メ

ートルを予定しております。

第３条予算の収益的収入・支出は、同額の４や ４２６まやを計上しております。

第４条予算の資本的収入では、水道管路緊急改善事業に伴う国庫補助金で １１５ま

や、水道管路緊急改善事業債２や ２２０まやで、合計３や ６３５まやを計上し、支 

出では４や ３０４ま ０００やを予定しております。 

工事内容は、水道管路緊急改善事業で、耐用年数の超えた水道本管の老朽化更新工事

なやを予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１や ６６９ま ０００やにつきま 

しては、過年度分損益勘定留保資金やで補填することとしております。

企業債の限度額は、水道管路緊急改善事業で２や ２２０まや、一時債入金の限度額

は３やや、議会の議決を経なければ流用することのできない経や、職員給与やを ９０

４ま ０００や、一般会計からの補助金は ９５８ま ０００やを予定しております。  

また、棚卸資産購入限度額は３５０まやと定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第４０号議案、令和

４年度水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、予算実施計画説明書で説明をしますので、２４ページ、タブレットで２５
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ページをお願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１項１目給水収益は、給水戸数 ５２４件で、水道

使用料は２や ００５ま ０００やを見込んでおります。昨年は ５２０件、使用料２  

や ９９３ま ０００やでしたので、若億ですがプラス、ほぼ億ばいの収入を見込んで 

おります。人口は減少傾向でございますが、町のいろいろな施策により給水戸数は現状

維持となってございます。３目その他営業収益、４節雑収益は、新規加入金として今年

度も２件、１６ま ０００やを見込んでおります。ちなみに、令和３年度の新規加入件

数はや件でございました。

２項２目他会計補助金は、一般会計からの補助金 ９５８ま ０００やとしておりま 

す。内訳は説明資料４ページ、タブレットでは３８ページの予算説明資料、令和４年度

神河町水道事業繰入金の状況で御円認をいただきたいと思います。内訳ですが、高料金

対策に係るもの ３２８ま ０００や、企業債元利償還補填としまして ６３０ま ０   

００やでございます。３目消や税及び地方消や税還付金は、水道料金に係る消や税を仮

５いをいたしますので、水道管路緊急改善事業やで発生します消や税相当額の３０１ま

０００やの還付を見込んでございます。次に、４目長期前受金県入は、補助金、負担

金、受金財産の減価償却分を収益化しまして、 ３８６ま ０００やを計上をしてござ 

います。

次に、２６ページ、タブレットで２やページをお願いいたします。収益的支出でござ

います。１項１目原水及び浄水やは ４１４まやで計上をしております。これは主に浄

水場の維持管理のや用でございます。昨年度と比べ増額になっていますのは、新田及び

山田の浄水場の急速ろ過山やの山装工事を予定しておりますので、ざ ０００まの増で

ございます。２目配水及び給水やは や８５ま ０００やで計上、これは水道管路に係 

る維持修繕やでございます。管路の老朽化が進んでおりますので、漏水ま査を昨年度よ

り増額しております。大ごとになる前の対応として大切な取組だと思っております。

次のページをお願いいたします。４目総係やは、職員３名、再任用職員１名、会計年

度任用職員１名の人件やを計上をしております。予算額は や５４ま ０００やでござ 

います。

９ページから１４ページ、タブレットでは１０ページから１５ページにかけ、人件や

に係る内訳資料をつけておりますので、御円認いただけたらと思います。

３１ページ、タブレット３２ページを御覧ください。資本的収入でございます。１７

資本的収入は３や ６３５まやで、前年度より １０９ま ０００や減額となっていま  

すが、実施する工事の本数は今年度とほぼ同じとなっております。補助事業が５本、単

独事業で４本を予定してございます。

次のページをお願いいたします。資本的支出になります。１７資本的支出は４や ３

０４ま ０００や、１項１目の事務やは、水道管路緊急改善事業に伴う人件やとして、

職員１名分のや用を計上してございます。２目施設やの１節委託料は ６８４ま ００ 

－１１６－



０やの計上で、水道管路緊急改善事業に係る設計及び施工管理委託料でございます。２

節工事請負やは、配水管布設替え工事やで３や１６２ま ０００やを計上し、水道本管

９路線ほか施設やの更新工事やを予定してございます。３目４節車両及び運搬具購入や

は、今年５月の車検を迎えます車両で、購入後１０年が経過しており故やが多くなって

きています軽トラックの買換えでございます。

そのほか８ページ、タブレットで９ページには、キャッシュフロー計算書、１５ペー

ジ、タブレット１６ページには、令和３年度の損益計算書、１６、１やページには、貸

債対照表、２０ページ、２１ページには令和４年度の貸債対照表を掲載しております。

また、別冊、タブレットでは３４ページからは、予算説明資料として予算概要、固定資

産明細書、業務の予定量、企業債明細表をおつけしていますので、御円認をいただけた

らと思います。

以上で令和４年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議よろしくお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第４０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４１号議案、令和４年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒏９１％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境

を提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っております。財務状況につきまして

は、令和３年度まの財積欠損金は９や ８０３まやを見込んでおり、大変高額となって

おります。令和４年度の純利益は ０９８ま ０００やを予定しており、おかではあり 

ますが、財積欠損金を減らす見込みでございます。減価償却やを原資とした内部留保資

金を運用し、資金不足に陥らないよう心がけて事業運営を行ってまいります。令和４年

度事業につきましては、水洗便所設置戸数 ９９４戸、年間処理水量１１６ま ０００ 

立方メートルを見込んでおります。

第３条予算の収益的収入・支出は、同額の６や ６４９ま ０００やを予定しており 

ます。

第４条予算の資本的収入は３や ６２４ま ０００や、支出は６や ２４やま ００   

０やを予定しており、工事内容は、上小田処理区と南小田処理区の管路接続工事を予定

しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２や ６２２ま ０００やは、過年 

度分損益勘定留保資金やで補填することとしております。

下水道事業債の限度額は １９０まや、資本や平準化債の限度額を２や ５や０まや 

としております。一時債入金の限度額は１やや。議会の議決を経なければ流用すること
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のできない経や、職員給与やを ８４４ま ０００や、一般会計からの補助金は２や  

や０１ま ０００やを予定しております。また、棚卸資産購入限度額を１００まやと定

めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第４１号議案、令和

４年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

予算実施計画説明書で説明をいたしますので、２４ページ、タブレット２５ページを

お願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１７１項１目下水道使用料は、総件数で や２１件

で１や ６４０ま ０００やを計上しております。令和３年度が や２４件で１や ６   

５４ま ０００やでありましたので、こちらも水道と同じく億ばい傾向にございます。

水道が増えているのに対して下水が減っていますのは、合併浄化槽の一般会計分が増え

ているからというふうに御理解いただけたらと思います。２目他会計負担金として２や

や５やま ０００や。これは主に人件やに充当をいたします。 

２項２目他会計補助金では、一般会計補助金として ９４４ま ０００や、これは企 

業債利息償還補填に充当をいたします。３目長期前受金県入は、国庫補助金、県補助金、

受益者負担金、受金財産評価額を合わせて１や や２３ま ０００やの予定でございま 

す。

次のページをお願いいたします。収益的支出でございます。１目の管次やは ８４４

ま ０００やで、下水道管及び６９か所のマンホールポンプの維持管理やとなってござ

います。

次のページをお願いいたします。２目処理場やは１や ６５９ま ０００やで、１１ 

か所の処理場の維持管理に係るや用でございます。

次のページをお願いいたします。３目総係やは や６６ま ０００やで、職員５名分 

と会計年度任用職員１名分の人件やと事務管理ややを計上してございます。

２９ページ、タブレットで３０ページをお願いいたします。４目減価償却やは３や

４９９ま ０００やで、対前年度比２９１ま ０００やの増となっております。 

２項１目１節企業債利息は、利息が減ってきており、今年度は ９４４ま ０００や 

でございます。

次のページをお願いいたします。資本的収入でございます。１７資本的収入は３や

６２４ま ０００やで、対前年度比 ３４９ま ０００やの増で、要６は、上小田処理  

区と南小田処理区の管路接続工事を予定しておりますので、その事業やが増になったと
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いうことでございます。

３項の負担金交付金は、一般会計からの出資金として ０２やま ０００やを計上し 

てございます。

３条予算の収益的収入、他会計負担金と他会計補助金と合わせまして、３や や２９

ま ０００やの一般会計からの繰入れとなっております。予算書第８条の他会計からの

補助金は、この出資金を含まない金額が上がってございます。

次に、３１ページ、タブレットで３２ページをお願いいたします。資本的支出でござ

います。１７資本的支出は６や ２４やま ０００やで、対前年度比 ９５９ま ００   

０やの増となっております。今年度は、上小田処理区の統合工事として１や４００まや

を計上、その他の関連工事として ０００まや、委託料で工事に係る施工管理業務８３

３まや、上小田地区の不明水ま査や用として２２０まやを計上しております。また、３

目固定資産購入やで、車両の購入を予定しております。今年１０月に車検予定の購入後

１２年が経過しています車両で、同じタイプの軽トラックを購入予定でございます。

そのほか、８ページから２３ページ、タブレットは９ページから２４ページはキャッ

シュフロー計算書、給与や明細書、予定損益計算書、予定貸債対照表を掲載してござい

ます。御円認をお願いいたします。また、別冊で、タブレットでは３３ページ以降には

予算説明資料としまして、予算概要、集合処理区水洗化率、有形固定資産明細書、企業

債明細表、一般会計からの繰入金の内訳書を添付しておりますので、御円認をお願いい

たします。

以上で令和４年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第４１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４２号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第４２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本議案は、令和４年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

令和４年度当初予算の説明に当たり、当院の置かれている状況や令和４年度の重点施

策やについて、まず御説明申し上げます。

当院は、昭和２１年１０月に県立粟賀診療所として開設されて以来、や６年もの間、

その時々の社会情勢や地域のニーズを酌み取りながら、医療０事者の円保や施設ま備の

推進なや、診療体制を拡充しながら地域医療を守ってきました。しかし、近年、神河町

においては、少子高齢化及び人口減少の波が都市部に先駆けて一気に押し寄せており、

税収円保や高齢者福祉対策やの重大な課題が生じ、さらに新型コロナウイルス感染症も

段階的に大きな波として押し寄せており、日々その対策と対応に苦慮しているところで

ございます。
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全国の多くの公立病院では、経営が厳しい状況にあると言われて久しいわけですが、

当院でもこの例に漏れず、入院及び外来収益の落ち込みや医業収益給与や比率の増嵩や

により、診療体制自体の維持が厳しい状況となってきました。

その大きな要６の一つは、入院、外来患者数の減少です。２０年ほや前と比較すると、

外来患者数は６割程度に、入院患者数は８割程度に落ち込んできており、医業収益が大

幅に減少してきました。一方、この傾向とは逆に職員数は増加、給与やも増嵩し、医業

収益給与や比率を押し上げるのみならず、その裏では生産性の低下を招いていることも

大きな要６です。

当院は公立病院の一員として、また地域における基９的な医療機関として、地域医療

の円保における重要な役割を担っていますので、引き続き改善すべきは改善し、その責

務を全うしてまいります。事実として、当院はここ数年間、一般会計から基準を超える

規模の繰入金に頼り運営をしてきました。それでも、本年１月に実施した公立神崎総合

病院の医療機能やに係るアンケートま査の結果からは、住民のほとんやの方が公立神崎

総合病院は必要であるとの御意見でした。これら住民の期待に応えるため、また、多額

の繰入金に頼らない経営の自立を果たすためにも、令和４年度は次の重点施策を進めて

まいります。

重点施策の１点目、診療体制の維持のための医療０事者の円保でございます。

現在、当院の常勤医師の平均年齢は、県養成医と神戸大学から派遣いただいている計

３名の医師を除くと５８歳であり、円実に高年齢化傾向にあります。中・長期的に安定

した医療の供給のためには、医師や看護師やの医療０事者の円保は必須ですので、特に

中堅、若手の採用による組織の活性化も意識しながら、引き続き神戸大学や大阪医科大

学と連携を密にするとともに、紹介業者を通じた円保も含めて、幅広く対応してまいり

ます。

また、平成３０年４月に策定された兵庫県保健医療計画において、播磨姫路圏域にお

ける特定中核病院の指定を受け、令和２年４月から県養成医の総合診療医に着任いただ

いており、令和４年度以降も引き続き派遣いただくことを県に要請してまいります。

２点目、新型コロナウイルス感染症対策の推進でございます。

当院は、令和２年に発症が円認された新型コロナウイルス感染症対策における帰国者

・接触者外来設置医療機関、協力医療機関として、県中播磨健康福祉事務所管内におけ

る感染症対策の牽引役を一手に担ってまいりました。しかし、発症が円認されてから２

年が経過した今日でも、波を重ねるたびに拡大傾向が見られるなや、国の緊急事態宣言

やによる感染制御対策も効果は限定的であり、収束には程１い状況が続いています。令

和３年度から始まった地域住民待望のワクチン接種も、３回目の取組が進んでいます。

当院としましては、ワクチンの様々な効果に期待しながら、今後しばらくの間は続くで

あろう同対策の推進について、地域住民の皆様に安心して生活していただけるよう、引

き続きその役割を担ってまいります。
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３点目、経営改善の推進でございます。

患者数は長期にわたり減少傾向が顕著になってきており、経営上、５常に厳しい状況

にあります。病院を維持運営していくために必要な入院患者数のめやを、令和４年度の

目標として、１日当たり１０⒐５人と設定し、これをクリアできるよう職員一人一人が

考え、たゆまぬ努力をしてまいります。ただし、これでも赤字を見込まざるを得ないの

で、今後、様々な積極的展開を行うためには、さらに患者数を円保し、内部留保として

資金を蓄えていく必要があることは明らかです。そのためにも、神崎郡内で唯一の公立

病院としての使命を全うするために、断らない救急を推進するとともに、地域の開業医

との連携の重要性を再認識し、紹介を積極的に受け入れる必要もあります。

このような状況下において、令和元年度に副町長を委員長とする病院経営形態見直し

に係る検討委員会を設置し、協議を重ねた結果、職員の意識改革が不可欠であるとの結

論を得たところです。経営形態変更の議論も重要ではあるものの、全職員による共通認

識と具体的な取組を進めるという目先の対応が急務であると判断し、まずは町の体制と

して、町長を本部長とする町病院経営改善対策本部会議を設置し、令和２年度から当面

の間は、経営改善対策を強力に進めながら、その成果も踏まえて経営形態の議論を深め

ていくこととしました。これらの取組により、少しずつではありますが、職員の経営意

識も高まり、診療報酬請求体制を充実させることなやにより、入院及び外来単価も上昇

し、入院患者数の増加と相まって、収入も増加傾向に転じている状況にあります。この

ように令和２年度からは、できることから、効果が大きいことから、順次改善やの取組

を進めており、令和４年度ではこの動きを円かなものにしていくため、経営計画をしっ

かり策定し、推進する取組を展開してまいります。

令和４年度当初予算でございますが、３条予算では、収益的収入３３や ４３やまや、

収益的支出３５や ０１３ま ０００やでございまして、令和３年度同様に収支差が１ 

や ５や６ま ０００やの収支不均衡予算としています。また、４条予算では、資本的 

収入１や や３やま ０００や、資本的支出２や ９４４ま ０００やでございまして、   

収支差が ２０やま ０００やでございます。３条、４条予算とも収支差はありますが、 

５資金性の収入や支出、主なものは減価償却やの３や６５３ま ０００やなやを含んで

の収支差であるため、資金繰りや会計処理に問題が生じるものではございません。

最後に、さきに実施した住民アンケートの結果やおりの期待に応えるためにも、常に

患者様に寄り添い、地域住民の方々に喜んでいただける地域医療の実践、そして魅力あ

る職場となることを最大の目標として努力してまいります。そして、公立神崎総合病院

の基本理念である「私たちは、「和」の心を大切に、地域と一体となって皆さまの健康

と生活を支えることを第一に考え、頼られる病院づくりを目指します。」を常に念頭に

置き、より一層地域住民の皆様に信頼される病院となるよう、職員一丸となって職務を

遂行してまいります。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお
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願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課○兼施設課○（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。病院事業

会計に係る詳細説明をさせていただきます。

まず、タブレットで２ページ、ペーパーで１ページを御覧ください。第２条の業務の

予定量でございますけれやも、入院患者数３ま ９６８人、１日平均で１０ ⒐５人、外

来患者数１０ま ４９８人、１日平均４３ ⒊９人とし、本予算の積算根拠としておりま

す。令和３年度実績では、４月から２月の平均で、入院の１日平均が１０⒈や人、外来

の１日平均が４１⒈０人の状況でございます。令和３年度予算時の予定業務量から少し

抑えた数値であり、厳しいながらも達成可能な数値と考えており、また、業務改善を進

めるに当たっての現実的な目標でもございます。

次のページを御覧ください。３条、４条につきましては、町長から説明いたしました

ので省略をさせていただきますが、第３条で、収益的収入及び支出の予定額を定めてお

ります。第４条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。第５条では、企

業債の目的、限度額やを、第６条では、一時債入金の限度額を、第や条では、議会の議

決を経なければ流用することができない経や額を、第８条では、他会計からの補助金額

を、第９条では、棚卸資産の購入限度額をそれぞれ定めております。

それでは、順次、項目別に御説明を申し上げます。予算実施計画説明書で説明させて

いただきますので、タブレットで２８ページ、ペーパーで２やページをお願いいたしま

す。

まず、資本的収入及び支出の収入でございます。病院事業収益合計を３３や ４３や

まやとしております。１７病院事業収益の１項医業収益で３０や ８３２ま ０００や、 

内訳は、入院収益で１６や ４６５ま ０００や、外来収益で９や ９６０ま ０００   

や、大畑診療所収益でや４ま ０００や、負担金交付金で１や ５５３ま ０００や、  

その他医業収益は２や やや９ま ０００やで、室料差額収益、人間ドック、健診、予 

防接種や保健事業の公衆４生活動収益やでございます。

次に、第２項医業外収益で３や ６０４ま ０００や、内訳は、１目負担金交付金２ 

や５６０まや、２目補助金は、新型コロナウイルス感染症対策事業の国及び県補助金で

１２４ま ０００や、看護職員や処遇改善補助金３３０まやで、合計 ４５４ま ０   

００やでございます。３目患者外給食収益が１６２まや、４目長期前受金県入につきま

しては、国、県補助金なやの収益化分２や９ま ０００やでございます。５目在宅医療

・介護連携支援センター収益は、神崎郡医師会からの当センターへの運営受託事業収入

やで９１０まや、６目その他医業外収益は、不用品販売収益と住宅家賃なやで、 ２３

８ま ０００やでございます。

３項の特別利益の固定資産売却益は、科目設定でございます。

－１２２－



次に、タブレットで３１ページ、ペーパーで３０ページをお願いいたします。収益的

収入及び支出の支出でございまして、病院事業や用合計を３５や ０１３ま ０００や 

としております。１項医業や用は３４や ０１４ま ０００やで、うち１目の給与やは 

２１や ９６０ま ０００やで、医業や用の６  ⒊８％を占めており、医師給から法定福

利や引当金繰入額までを計上をしております。

次に、タブレットで３６ページ、ペーパーで３５ページをお願いいたします。２目材

料や４や ５４０ま ０００やにつきましては、需品や、診療材料や、給食材料や、医 

療消耗備品やでございます。３目経やにつきましては４や ３９３ま ０００やで、報 

償やから雑やまでの計上でございます。中でも１４節委託料が大きく、１や ５ややま

０００やで、各種業務を委託しております。

次に、タブレットで４１ページ、ペーパーで４０ページをお願いいたします。４目交

際やや０まや、５目減価償却や３や６５３ま ０００やで、病院本館やの建物、構築物、

医療８械備品やの減価償却やでございます。６目資産減耗やは ２００まやを予定し、

や目研究研修やの９２３ま ０００やは、講師謝金、図書や、研修員や、研修雑やでご

ざいます。８目大畑診療所や用は２や３ま ０００やで、看護師給なや大畑診療所運営

に係る経やの計上でございます。

２項医業外や用は ９９８ま ０００や、内訳は、１目支５利息及び企業債取扱諸や 

の１節企業債利息で ５４やまや、２節一時債入金利息８０まやを予定しております。

２目長期前５金償却 ２５３ま ０００やは、固定資産に係る２除対象外の消や税の償 

却でございます。３目患者外給食材料や３６まや、４目消や税及び地方消や税 ３５０

まやは、消や税納付金でございます。５目在宅医療・介護連携支援センターやでは、事

務職員の人件や及び必要経や９１０まや、６目雑支出は、各種寄附なや８２２まやを計

上しております。

第３項特別損第 ０００やは、科目設定でございます。

次に、タブレットで４５ページ、ペーパーで４４ページをお願いいたします。資本的

収入及び支出の収入でございまして、収入計で１や や３やま ０００やとしておりま 

す。１項企業債 ２８０まやは、医療８械の購入分でございます。

２項出資金は１や ４５６ま ０００やで、一般会計からの出資金でございます。 

３項補助金、４項固定資産売却代金、５項貸付金返還金は、科目設定でございます。

次に、タブレットで４６ページ、ペーパーで４５ページをお願いいたします。資本的

収入及び支出の支出でございます。合計で２や ９４４ま ０００やとしています。１ 

項建設改良や、１目資産購入やは、医療８械及び備品購入やで ０００まやを計上いた

します。医療８械の購入内訳は、予算説明資料でお示ししておりますので御覧いただき

たいと存じます。

２項企業債償還金１や や０４ま ０００やは、企業債償還金の元金分でございます。 

３項投資の１目長期貸付金２４０まやにつきましては、看護師修学資金貸与金で、月
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額５まやの４人分を予定しております。

以降のページは、注記事項でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第４２号議案の提案説明は終わりました。

以上で令和４年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、承認第１号、神河町第３期健康増進・食育推進及び

自殺対策計画の策定の件を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第１号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認議案は、神河町第３期健康増進・食育推進及び自殺対策計画の策定の件でござい

ます。

本計画は、健康増進法８条の市町村健康増進計画及び食育基本法１８条の市町村食育

推進計画と、自殺対策基本法１３条の市町村自殺対策計画に基づき一体的に策定してお

ります。また、本計画は、神河町第２期健康増進計画・食育推進計画、神河町自殺対策

計画の期間満了に伴い、第２次神河町長期総合計画の保健・医療分野の施策の一つとし

て位置づけられており、一人一人の健康づくりを根づかせるための健康増進・食育推進、

そして自殺対策に係る基本的な考え方及び施策を示すものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございまして、神河町議会基本条例第１４条の規定に

基づき、議会の承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、健康福祉課特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

保西健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。それでは、計画の概要について御説明をさせていただきます。

タブレットの４ページ、目次を御覧ください。第１章から第５章で構成しており、第

１章は、計画の基本的な考え方について、第２章は、町の現状、第３章は、計画の基本

理念・基本方針、第４章は、施策の推進、第５章は、計画の推進を記述し、資料編を最

後に記載しております。ページを追いながら大まかな構成を中心に御説明をさせていた

だきます。

次の６ページをお開きください。第１章、計画の基本的な考えについてです。１計画

策定の趣旨、２計画の位置づけ、３計画の期間、４計画の策定体制を記載しております。
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８、９ページを御覧ください。本計画は、神河町第２期健康増進・食育推進計画と、

神河町自殺対策計画の計画期間が本年３月まをもって終了しますことから、前計画の評

価を基にこれまでの取組を見直し、一体的に取りまとめ、神河町第３期健康増進・食育

推進及び自殺対策計画を策定いたしました。計画期間については、令和４年度から令和

８年度までの５年間とし、社会情勢が大きく変わる出来事があった場合は、必要に応じ

て見直しを行います。

本計画策定に当たり、基礎資料として健康意識のアンケートま査を実施いたしました。

子供の実態としまして、町内の小学校５年生と中学２年生１や５人を対象に行い、有効

回収数は１６４人、回答率は９⒊や％でした。大人については、各種健診受診者、町内

事業所勤務者、小学５年生と中学２年生の保護者の計 ３２５名を対象に行い、有効回

収数は １や５人、回答率は８ ⒏や％でした。

次に、計画の策定に当たりまして策定委員会を設置し、３回の委員会を開催し議論を

いただいております。策定委員会のメンバーは、最後のページに記載していますが、開

業医、歯科４生士、中播磨健康福祉事務所職員、いずみ会、区長会、商工会、町議会、

ＪＡ、校長会の代表者や関係行政機関職員なや１５名の御協力をいただきまして策定を

いたしました。

１０ページをお開きください。第２章、町の現状についてです。町の健康を取り巻く

現状として、１０ページから人口、世帯数の状況、１３ページに出生の状況、１４ペー

ジから死６やの状況、２１ページから医療や、健診・検診やの状況、２６ページから母

子保健の状況を、それぞれグラフや表を用いて表しています。

３０ページから３３ページは、前計画の策定時に掲げた目標について、５年間での目

標達成の評価を、二重丸、丸、三角、バツで表しています。

３４ページをお開きください。第３章、計画の基本理念・基本方針です。「みんなが

健康に暮らせる 病気にならないまち、かみかわ」を基本理念とし、計画の基本方針と

して、神河町長期総合計画における保健・医療分野のまちづくりの合い言葉である「根

付かせよう！一人ひとりの健康づくり」をキャッチフレーズに、「か・み・か・わ」の

４つの頭の文字を使って、それぞれの合い言葉を立てています。

また、基本理念の実現に向けて、３６、３やページに記載の健康的な生活習慣の実践

から、本計画におけるＳＤＧｓの取組までの６つの基本方針に沿って施策を進めます。

３８ページには、分野、ライフステージに応じた取組について記載しております。ま

ず、１分野別の取組については、前計画を継承し、食育・自殺対策を加え、栄養・食生

活、食育、身体活動・運動、こころの健康・自殺対策、歯の健康、たばこ、アルコール、

健診・検診の８つの分野ごとに取組を推進する内容や方法について記載しております。

次の４０ページには、ライフステージに応じた取組でございますが、産前から高齢期

にわたるやつのライフステージに分けて、それぞれのライフステージに応じた健康づく

りを推進することとしています。
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４１ページからは、第４章、施策の推進です。４１ページから８０ページに記載して

おります８つの分野別の取組、目標については、アンケートの項目ごとに結果の分析を

行い、現状と課題を把握し、基本目標と重点目標を立てました。それらの目標に対する

ライフステージごとの住民の取組、神河町や関係機関による主な取組について、課題に

対する数値目標を立てています。

まず、４１ページに書いてあります栄養・食生活では、基本目標として「バランスの

よい食事に関心を持ち、実践しよう」としております。重点目標としては、①朝食を毎

日食べるなや３項目を上げております。

４６ページをお開けください。食育では、基本目標を「食育に関心を持ち、地産地消

を実践しよう」としています。重点目標は、①食育に関心を持ち、食品ロスを減らすな

や３項目を上げております。

５０ページをお開きください。身体活動・運動では、基本目標として「プラス１０分、

意識して体を動かそう」としています。重点目標としては、①体を動かすことを意識す

るなや３項目を上げております。

５４ページをお開きください。こころの健康・自殺対策では、基本目標として「周囲

の人のこころの状態に気付き、いのちを支えよう」としています。重点目標としては、

①質のよい睡眠で、こころと体のリフレッシュに努めるなや３項目を上げております。

６１ページをお開きください。歯の健康では、基本目標として「若いうちから歯を大

切にし、丁寧な手入れを習慣にしよう」としています。重点目標としては、①虫歯のあ

る子供を減らすなや３項目を上げております。

６６ページをお開きください。たばこでは、基本目標として「喫煙は自分にも周囲の

人にも健康被害をもたらすことを認識し、禁煙を心がけよう」としています。重点目標

としては、①喫煙者を減らすなや３項目を上げております。

や１ページをお開きください。アルコールでは、基本目標として「適正な飲酒量を知

り、実践しよう」としています。重点目標としては、①適正な飲酒量を知るなや２項目

を上げております。

最後に、や５ページの健診・検診では、基本目標として「健診・検診を受けて健康状

態を把握しよう」としています。重点目標としては、①乳幼児の健やかな成長を切れ目

なく支援するなや３項目を上げております。

８１ページをお開きください。この計画の推進に当たり、一人一人が健康づくりの意

識を持つことはもちろん、家庭、地域、学校、給食センター、職場、保健医療関係、行

政なやがそれぞれの役割を明円にして、連携を図り取組を進めます。また、計画の進行

管理、評価としましては、年度ごとに神河町健康増進・食育推進計画及び自殺対策計画

策定委員会において、年度ごとの進捗状況を報告してまいります。なお、本計画の周知

につきましては、議会の承認を得て５月の広報に掲載するとともに、概要業を全戸配布

いたします。また、ホームページやでもお知らせをしていきます。
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最後になりましたが、健康福祉課では、この神河町第３期健康増進・食育推進及び自

殺対策計画が実のあるものとなるよう、一人でも多くの方に健康づくりに関心を持って

いただき、健康長寿のまちづくりや健やかな子供の成長を目指して、今後取り組んでま

いります。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明は終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、承認第２号、神河町地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）の策定の件を議題とします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第２号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。本承認議案は、神河町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定の件でござい

ます。

２０１５年１２月の第２１回気候変動枠組条ざ締結国会議、ＣＯＰ２１において、２

０２０年以降の温室効果ガス削減のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択され、

これを受けて我が国は、２０３０年度の温室効果ガス排出を２０１３年度比で４６％削

減、さらに２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し

ました。神河町におきましても、地球温暖化対策、温室効果ガス削減に向けて、令和２

年や月に「クールチョイスなまち」宣言を行い、各家庭で、各地域で、そして町全体で

ＣＯ２ ゼロを目指すことを宣言しております。これらの目標、宣言に基づきまして、町

民、地域、企業、それぞれが温室効果ガスのさらなる排出削減、脱炭素社会に向けた目

標設定と取組推進、再生可能エネルギーの利活用の加速化を進めるための計画として、

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定いたしました。神河町議会基本条例第１

４条の規定に基づき、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課防災特命参事から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井出住民生活課防災特命参事。

○住民生活課副課○兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

それでは、承認第２号の詳細説明をいたします。

タブレットの神河町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）５ページを御覧ください。

目次にございますように、計画の構成は第１章から第や章までと、資料１から資料３に
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よる構成となっております。

それでは、各章ごとの主な項目について御説明をいたします。タブレットの６ページ

を御覧ください。第１章、計画策定の背景ですが、ここでは地球温暖化の現状、エネル

ギー資源問題の現状、計画策定の必要性を記載しております。

１３ページの計画策定の目的を御覧ください。町長から説明がありましたように、こ

れまで以上に温室効果ガスの排出削減に取り組むこと、脱炭素社会に向けた明円な目標

を設定し、具体的に取組を進めていくこと、再生可能エネルギーの利活用を加速してい

くこと、この３つの必要性を踏まえ、２０５０年度までの脱炭素化を見据えて、地域の

様々なステークホルダーが共有できる将来ビジョン及び脱炭素シナリオを設定すること

で、温室効果ガスの排出削減及び再生可能エネルギーの導入を一層加速させることが計

画策定の目的でございます。

１４ページの５、計画の位置づけを御覧ください。本計画は、地球温暖化対策の推進

に関する法律により、市町村に対して策定に努めるよう求められている計画でして、第

２次神河町長期総合計画に基づき、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため

の計画でございます。

６、対象期間及び基準年度・目標年度を御覧ください。本計画は、２０２２年度から

２０３０年度までの８年間を対象期間として設定しております。これは国の温室効果ガ

ス削減目標に基づき、基準年度を２０１３年度、目標年度を２０３０年度とし、さらに

目標年度とは別に２０５０年度を長期目標年度としております。

や、対象とする温室効果ガスと範囲を御覧ください。本計画では、対象とする温室効

果ガスにつきましては、町内での排出の大部分を占める二酸化炭素とし、対象範囲は神

河町全域、取組の主体は町民、事業者及び町としております。

次に、１６ページの第２章、神河町の地域特性を御覧ください。ここでは、町の概要

と近年の気象の状況、２３ページ以降は産業の状況、また、交通、住宅やの社会環境、

再生可能エネルギーの導入状況について記載しております。

次に、３５ページの５、温室効果ガス排出量とエネルギー消やの実態を御覧ください。

２０１３年の基準年度と２０１８年の現況年度の温室効果ガス排出量、また、３やペー

ジには、温室効果ガス排出量の増減要６分析、４６ページには、それらの要６分析を踏

まえまして、本町における課題について、表２－３温室効果ガス排出量削減に向けた各

部門・分野の課題にまとめております。

次に、４やページの第３章、再生可能エネルギー技術の動向を御覧ください。ここで

は、太陽光発電、太陽熱利用、風力、小水力、バイオマス発電なやの再生可能エネルギ

ーの種類や特徴、５やページ、６、その他の未利用エネルギーでは、ごみ発電システム

や地中熱利用システムの説明となります。

次に、５９ページの第４章、再生可能エネルギーの利用可能性を御覧ください。それ

ぞれの再生可能エネルギーについて、環境省の再生可能エネルギー情報提供システム、
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ＲＥＰＯＳ（リーポス）により、設備導入ポテンシャルを推計しまして、それらを８１

ページの表４－２５、本町の再生可能エネルギーの利用可能量にまとめております。

次に、８２ページの第５章、温室効果ガス削減目標及び再生可能エネルギー導入目標

を御覧ください。ここでは、温室効果ガス排出量の将来推計としまして、温室効果ガス

の削減について、何も対策を講じなかった場合における将来の温室効果ガス排出量、ま

た、エネルギー消や量を各部門別に推計しております。

８４ページの表５－２、温室効果ガス排出量（現状趨勢ケース）の部門別内訳を御覧

ください。２０３０年度の中間目標年度では、温室効果ガス排出量はやま ４００トン、

２０１３年度比マイナス２⒉９％で、これに森林吸収量を含めますと、２０１３年度比

マイナス３⒌５％、２０５０年度ではマイナス３⒍１％となる見込みですので、何も対

策をしなければ、国の目標となる２０３０年度の４６％削減、２０５０年度のカーボン

ニュートラルの実現は困難ということが円認できます。

これらの推計を踏まえまして、８６ページ、表５－４の脱炭素シナリオ、また、８や

ページの表５－５の脱炭素シナリオに基づく削減率により、本町が２０５０年度に実現

すべき姿を設定します。

８８ページの表５－６、温室効果ガス排出量（脱炭素シナリオ）の部門別内訳を御覧

ください。ここに示す数値が、本町が２０５０年度に実現すべき姿、脱炭素シナリオに

基づき推計した温室効果ガス排出量でございます。２０３０年の中間目標年度を御覧い

ただきますと、各部門の温室効果ガス排出量の小計が３ま１００トンで、２０１３年度

比マイナス６⒎９％、２０５０年度にはマイナス９⒐３％で、国の目標を大きく上回り、

さらに森林吸収量を含めましたら、２０３０年度にマイナス１２⒈や％、２０５０年度

にはマイナス１８⒉３％のマイナスカーボンとなるような推計結果が出ております。

８９ページの３、温室効果ガス排出量の削減目標を御覧ください。脱炭素シナリオに

基づく将来推計を踏まえまして、当町では森林吸収量を加味した国の目標とは別に、森

林吸収量を含めずに、２０３０年度の中間目標をマイナス６５％、長期目標としまして

２０５０年度までにゼロカーボンの達成を目指します。また、二酸化炭素の吸収源とな

る森林を適切に管理していくことにより、最大限の森林吸収量を円保します。

次に、９０ページの再生可能エネルギー導入目標の検討を御覧ください。ここに示し

ます基本方針、そしてこれまでの導入実績に基づき、再生可能エネルギーの導入目標に

つきましては太陽光発電について設定します。

９１ページを御覧ください。太陽光発電導入の具体的な数値目標ですが、⑵太陽光発

電の導入量の試算に基づき、住宅、業務用ビル、公共施設のそれぞれで導入規模を試算

しまして、⑶太陽光発電の導入目標のとおり、２０３０年度までの中間目標をおおむね

や５０キロワット、２０５０年度までの長期目標を ５００キロワットに設定します。

次に、９２ページの第６章、施策の展開を御覧ください。表６－１、脱炭素化に向け

た施策の体系のとおり、やつの基本施策とＫＰＩ、重要業績評価指標を定めます。
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９３ページから１０５ページが、それらの具体的な取組についての説明でございます。

さらに、ひと・資源・資金の「循環」をキーワードとして、１０６ページから１１０

ページにございます３つのプロジェクトに重点的に取り組むこととしております。

次に、１１１ページの第や章、目標の実現に向けてを御覧ください。本計画の推進体

制としまして、関係課の連絡ままを図るための庁内委員会、そして計画の推進母体とな

る学識経験者を加えての地域再生可能エネルギー推進委員会が中心となり、町民、地域、

事業者、各種団体、学校やとの連携により取組を推進してまいります。

また、１１２ページ以降には、基本施策の取組実施の目安を、短期、中期、長期のロ

ードマップで示しております。

最後に、資料編としまして、１１６ページの資料２では、温室効果ガス排出量の推計

方法、１２１ページの資料３には、８やページの表５－５、脱炭素シナリオに基づく削

減率の設定の考え方についてま理しております。

以上が地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要でございます。御審議のほやよ

ろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、３月や日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。御苦労さまでした。

午後４時１０分散会
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